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【趣旨】 
 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１

号。以下「公共サービス改革法」という。）に基づく競争の導入による公共サー

ビスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立っ

て、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透

明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることによ

り、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すも

のである。 
 上記を踏まえ、国立感染症研究所は公共サービス改革基本方針（平成２６年

７月１１日閣議決定）別表において民間競争入札の対象として選定された国立

感染症研究所戸山庁舎の管理・運営業務（以下「本業務」という。）について、

公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。 

 
１ 本業務の内容に関する事項 
（１）本業務の対象となる施設に関する事項 

国立感染症研究所は、感染症を制圧し、国民の保健医療の向上を図る予防

医学の立場から、広く感染症に関する研究を先導的・独創的かつ総合的に行

い、国の保健医療行政の科学的根拠を明らかにし、また、これを支援するた

め、研究業務、感染症のレファレンス業務、感染症のサーベイランス業務、

国家検定・検査業務、国際協力関係業務、研修業務等の業務を行っている。   
国立感染症研究所には施設が３箇所（戸山庁舎、村山庁舎、ハンセン病研

究センター）あり、当該業務を遂行するための施設の一つが本業務の対象と

なる戸山庁舎である。 
①施設の名称及び所在地 

    国立感染症研究所戸山庁舎 
    〒１６２－８６４０ 東京都新宿区戸山一丁目２３番１号 

②敷地面積ほか 

建物名 敷地面積 建築面積 延床面積 階高 

国立感染症研究所戸山庁舎 18123.03 ㎡ 6412.03 ㎡ 31740.42 ㎡ 
地下３階 

地上５階建 

 
（２）本業務の対象と内容 

①本業務の対象は以下の業務一覧のとおりとする。 

番号 業務種別 備考 

1 設備機器等の維持管理業務   

2 警備保安、受付業務   
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②本業務の内容については、以下に掲げるとおりとする。 
   （ア）設備機器等の維持管理業務 
     ａ業務の概要 
      国立感染症研究所戸山庁舎に設置された電気設備、空気調和設備、

給排水衛生設備、昇降機設備及び通信防災設備の点検、整備、運

転監視並びにその他設備機器の維持管理に必要な業務を行うもの

とする。 
     ｂ業務の仕様 
      別添仕様書のとおり 

（イ）警備保安、受付業務 
     ａ業務の概要 
      国立感染症研究所戸山庁舎に係る警備業務、職員や来訪者等の応

対業務等、秩序の維持及び安全保持に努め行政の円滑な運営に必

要な業務を行うものとする。 
     ｂ業務の仕様 
      別添仕様書のとおり 
２ 確保されるべき本業務の質に関する事項 
 （１）本業務の質 

本業務を通して、安全かつ適切な施設利用を可能とするとともに、当 
該施設における執務の円滑な実施を可能とすること。 
①応対サービス・施設快適性の確保 

国立感染症研究所戸山庁舎が職員及び来庁者に対して実施するアンケ

ートにおいて、有効回答のうち、「満足」「ほぼ満足」の回答が７５％

以上の評価を得ること。 
②業務継続の確保 
 本業務の不備に起因した国立感染症研究所戸山庁舎における行政に中 
断がないこと。（０回） 

③安全性の確保 
 本業務の不備に起因した国立感染症研究所戸山庁舎内での人身事故又 
は物損事故の発生がないこと。（０回） 

④環境への配慮 
 本業務遂行にあたって温室効果ガスの削減等環境への配慮に努めるこ 
と。ただし、利用者の業務に支障の無いように配慮すること。 
平成２７年度から平成２９年度の年間基準排出量は７，９５６（ｔ－Ｃ 

Ｏ２）である。 
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 （２）各業務において確保すべき水準 
    各業務における確保すべき水準は、別添の仕様書に定める内容とする。 
 （３）創意・工夫の発揮可能性 
    本業務の実施にあたっては、次の観点から事業者の創意と工夫を反映

し、本業務の質の維持向上（包括的な質の向上、効率化）とコスト削減

に努めるものとする。 
①本業務の実施全般に対する提案 
 事業者は、本業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき 
事項等の提案を行うことができる。 

②従来の実施方法に対する改善提案 
 事業者は、各業務の従来の実施方法に対し、改善すべき提案がある場 
合は、具体的な方法を示すとともに、確保すべき水準が確保できる根 
拠等を提案すること。 

③コスト削減についての改善提案 
 事業者は、管理・運営に関するコスト削減に関する提案を行うことが 
できる。 

（４）業務改善策の提出 
   事業者は、次の場合、速やかに業務改善策を作成、提出し、国立感染症

研究所の承認を得なければならない。なお、事業者は、改善策の作成及び

実施にあたり、国立感染症研究所に対して必要な助言、協力を求めること

ができる。 
①報告等の結果、本業務の質が確保されないことが明らかとなり、国立 
感染症研究所が業務の改善が必要であると判断し、事業者にこれを求め 
た場合。 
②国立感染症研究所が、本業務のモニタリング（質疑応答）を随時行い、 
契約及び業務の仕様に照らして不適切であり、業務の改善が必要である 
と判断し、事業者にこれを求めた場合。 

 
３ 契約金額の支払い方法 
（１）国立感染症研究所は、事業期間中の検査及び監督を行い、上記２（２）

における確保すべき水準を検査確認した上で、契約金額を月毎に支払う。 
    なお、検査・監督の結果、当該水準が確保されていない場合は、再度

業務を行うように指示を行うとともに、事業者は業務改善計画書を提出

する。 
    業務改善の履行が確認できない限り契約金額の支払いは行わない。 
 （２）契約金額の支払いにあたっては、事業者は当該月分の業務の完了後、
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支払請求書により、国立感染症研究所に当該月分の契約金額の支払いを

請求するものとし、国立感染症研究所は、適法な支払請求書を受理した

日から 30 日以内に事業者に支払う。なお、入札参加グループの場合は、

代表事業者に支払うものとする。 
４ 費用負担等に関するその他の留意事項  
 （１）消耗品等 
   本業務を実施するにあたり必要な消耗品等の負担については、仕様書に

定めのある外、以下のとおりとする。 
①職員及び来庁者が使用する消耗品については、国立感染症研究所の負担

とする。 
②事業者が使用する消耗品や付属品については、事業者の負担とする。  
③施設内設置の電話を事業者が業務上使用した場合の電話料金は国立感

染症研究所の負担とする。 
（２）光熱水費 
  事業者が本業務を実施するのに必要な電気・ガス・上下水道の使用を無償

とする。 
（３）法令変更による増加費用及び損害の負担 
  法令の変更による事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①

から③までのいずれかに該当する場合には国立感染症研究所が負担し、それ

以外の法令変更による場合については事業者が負担する。 
①本事業に類型的または特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 
②消費税その類似の税制度の新設・変更（税率の変更を含む。） 
③上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税 
制度新設・変更（税率の変更含む。） 

５ 実施期間に関する事項 
 本業務の実施期間は平成２７年４月１日から平成３０年３月３１までとする。 
６ 入札参加資格に関する事項 
（１）公共サービス改革法第１５条において準用する第１０条各号（第１１ 

号を除く。）の規定に該当しない者であること。 
 （２）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために

必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

（３）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（４）平成２５・２６・２７年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格） 

「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」において「Ａ」、 

「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資 
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格を有する者であること。 

（５）当該業務を確実に実施できると認められる要員及び設備等を有してい 

る者であること。 

（６）過去５年間（22～26 年度）において、当研究庁舎と同等規模以上(建物 

延べ面積 31,740 ㎡)の病原体等を取り扱う研究施設又は病院等医療機関 

若しくは製薬会社の工場等でP3実験施設又はこれと同様の施設を有する 

ものにおいて総合管理業務請負の年間を通じての契約実績を１件以上有 

する者であること。注：P３実験施設とは、実験室外へ病原体を出さない 

ように、内向きの空気の流れとなるようにする給排気設備や取扱いのた 

めの装置や設備のある実験室をいう。 

（７）資格審査申請書、又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認め 

られるものであること。 

（８）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者である 

こと。 

（９）国際基準規格ＩＳＯ９０００シリーズ及びＩＳＯ１４０００シリーズ 

の認証を受けていること。 

（１０）厚生労働省から指名停止を受けている期間中ではないこと。 

（１１）入札参加グループでの入札について 

  ①入札参加グループの結成 

   入札参加者が本業務の全てを単独で遂行することができない場合に

は、入札書類（７．（２）③で規定する書類）を提出する時までに、

入札参加グループを結成し、入札に参加することができる。その際、

入札参加グループに参加する者のうち１者を代表者とするものとす

る。なお、入札参加グループ構成員は、他の入札参加グループに参加

し、又は単独で入札に参加することはできない。（中小企業等協同組

合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づき設立された事業協同組合

又は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場合におけ

るその組合員も同様とする。）また、入札参加グループを結成した場

合には、全ての構成員は、入札参加グループ結成に関する協定書（又

はこれに類する書類）を作成しなければならない。 

  ②入札参加グループでの入札参加資格 

   全ての入札参加グループ構成員は上記（１）から（１０）の全ての要 

件を満たしていること。ただし、（６）については、代表企業のみで 

もよい。 
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７ 入札に参加する者の募集に関する事項 
 （１）入札の実施手続及びスケジュール 

①入札公告          平成２６年１２月下旬 
②入札説明会及び現場説明会  平成２７年１月上旬 
③入札等に関する質疑応答   平成２７年１月上旬 
④入札書類の提出期限     平成２７年２月初旬 
⑤入札書類の評価       平成２７年２月中旬 
⑥入札・開札         平成２７年２月下旬 
⑦業務の引き継ぎ     平成２７年３月初旬から下旬 

（２）入札実施手続 
①入札に当たっての留意事項 
（ア）この一般競争に参加する者は、入札説明会に参加しなければならな 

い。その際、この実施要項及び入札説明書に記載されている参加資 

格条件を有していることを証明する書類を提出しなければならな 

い。 

（イ）この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を提出期限ま 

でに提出しなければならない。入札者は支出負担行為担当官及びそ 

の補助者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じ 

なければならない。 

  ②入札説明会後の質問受付 
入札公告以降、国立感染症研究所において入札説明書の交付を受けた 

者は、本実施要項の内容や入札に係る事項について、入札説明会後質問

を行うことができる。質問は入札書類の提出期限の１０日前まで受け付

け、回答は質問を受け付けた日の翌日から起算して４日以内に行うもの

とする。質問は原則として電子メールにより行い、質問内容及び国立感

染症研究所からの回答は原則として入札説明書の交付を受けた全ての

者に公開することとする。ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等

を害するおそれがあると判断される場合には、質問者の意向を聴取した

上で公開しないよう配慮する。 
③入札に係る提出書類 
（ア）入札書 

入札金額は総価を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に 

記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加算した 

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り 

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費 

税額及び地方消費税額に係る課税事業者であるか免税事業者である 
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かを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入 

札書に記載すること。 

なお、本調達は低入札価格調査制度の対象とする。 

(イ) 総合評価のための業務運営の具体的な方法及びその質の確保の方 

法等に関する書類（以下「業務の質等」という。）に関する書類 

（以下「企画書」という。） 

（ウ）平成２５・２６・２７年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一 

資格）の資格審査結果通知書の写し 

  （エ）別紙様式の暴力団等に該当しない旨の誓約書及び役員名簿 
④企画書の内容 
 入札参加者が提出する企画書には、総合評価を受けるために次の事項 
を記載すること。 
（ア）入札参加者及び担当者等（様式１） 

     ａ入札参加者は、法人名、所在地、代表者の氏名及び担当者の氏名 
並びに連絡先を記載すること。入札参加グループで参加する場合 
は、グループ構成企業の一覧と代表企業、各企業の代表責任者及 
び本業務担当者。 

（イ）各業務の実績（様式２） 
   上記１の（２）「業務一覧」で示す業務毎に過去５年間の実績を記 

載すること。 
（ウ）本業務実施の考え方（様式３） 
   安定した業務を実施するための基本的な方針、業務全般において 

特に重視するポイント等を記載すること。 
（エ）実施体制及び業務全体の管理方法（様式４） 
   業務全体の管理方法並びに上記１の（２）「業務一覧」で示す業務 

毎の実施体制及び管理方法を記載すること。また、必要とされる資 
格を証明する書類の写しを添付すること。（業務全体及び業務毎に作 
成すること。） 

（オ）本業務に関する提案事項 
     ａ本業務の質の確保に関する提案（様式５） 
     ｂ本業務の実施方法について追加提案を行う場合、提案を行う業務 

（項目）を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による 
質の維持向上効果またはコストの削減効果（あるいはその両方） 
を具体的に記載すること。（様式６） 

（カ）緊急時の体制及び対応方法（様式７） 
緊急時（本業務の実施にあたり、想定していた業務実施が困難に 
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なる事故・事象が生じた場合）のバックアップ体制と対応方法を 
記載すること。 

⑤開札に当たっての留意事項 
(ア）開札には、入札参加者またはその代理人が立ち会うものとする。 

ただし、入札参加者またはその代理人が立ち会わない場合は、入札 
執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札する。 

（イ）入札参加者またはその代理人は、開札時刻後に開札場所に入場す 
ることはできない。 

（ウ）入札参加者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、

入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任

状を提示又は提出しなければならない。 
（エ）入札参加者またはその代理人は、開札手続の終了を告げられるまで

若しくは、許可なくして開札場所からの退出はできない。なお、上

記によらず開札場所を退出した場合には、辞退したものとみなす。 
⑥契約の締結 
 落札者決定後、本業務に係る契約を締結するとともに、業務開始に向 
けた引き継ぎ等に係る調整を開始する。 

   ⑦通貨及び言語 
    入札書、企画書その他提出書類に使用する言語、通貨及び単位は、日 

本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号） 
に規定する計量単位とする。 

８ 落札者を決定するための評価の基準その他の本業務を実施する者の決定に

関する事項 
 落札者の決定は総合評価方式によるものとする。なお、評価は国立感染症研

究所に設置される評価委員会において行うものとする。 
（１）落札者決定にあたっての質の評価項目 
   落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が、本業務の

目的・趣旨にそって実行可能なものであるか（必須項目審査）、また、効果

的なものであるか（加点項目審査）について行うものとする。 
①必須項目審査（１００点） 

    必須項目審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次 
の必須項目を満たしていることを確認する。全て満たした場合は、基 
礎点（１００点）を付与し、一つでも満たしていない場合は、不合格 
とする。 

（ア）実施体制 
  ａ各業務の業務水準が維持される体制となっているか。また、グル 
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ープで参加する場合、代表事業者とグループ企業間の連携が円滑 
に行われる体制がとられ、機能する仕組みとなっているか。 

  ｂ各業務で必要とする法定資格者等が適切に配置されているか。 
（イ）業務に対する認識 
  ａ各業務の目的を理解し、計画的な実施が考えられているか。 

ｂ各業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっている 
か。 

（ウ）現行基準レベルの質の確保の実態 
  ａ各業務の提案内容は、確保すべき水準が確保されるものとなって 

いるか。 
②加点項目審査（１００点） 

    必須項目審査で合格した入札参加者に対して、提出された企画書を基 
に次の加点項目について審査を行う。なお、提案内容については、具体 
的であり、かつ効果的な実施が期待されるかという観点から、基本的 
には確保すべき水準と提案内容との比較を行い、絶対評価により加点（満 
点の場合は１００点）する。 
（ア）設備機器等の維持管理業務に関する追加提案（様式６）（２０点） 
  ａ改善提案内容は、質の向上が図られており、その実施について具 

体的な方法、計画が明記され、体制が確保されているか。 
  ｂコスト等削減のための方策が図られているか。 
（イ）警備保安業務に関する追加提案（様式６）（２０点） 
  ａ改善提案内容は、質の向上が図られており、その実施について具 

体的な方法、計画が明記され、体制が確保されているか。 
  ｂコスト等削減のための方策が図られているか。 
（ウ）受付業務に関する追加提案（様式６）（２０点） 
  ａ改善提案内容は、質の向上が図られており、その実施について具 

体的な方法、計画が明記され、体制が確保されているか。 
  ｂコスト等削減のための方策が図られているか。 
（エ）緊急時への対応方法等についての提案（様式７）（４０点） 
  ａ事故や災害等、具体的な事態を想定し、現実的かつ効果的な対策 

が提案されているか。 
     ｂ各業務における安全管理及び安全対策に対する提案は効果的なも

のであるか。 
ｃ緊急時の連絡体制は明確であり、かつ効果的なものであるか。 
ｄトラブル時や緊急時に円滑に対応し、かつ被害を拡大させないた 
めの対策が提案されているか。 
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（２）落札者決定にあたっての評価方法 
   ①落札者の決定方法 
    除算方式 
    必須項目審査により得られた基礎点（１００点）と加算項目審査で得

られた加算点（最高１００点）を加算し、入札価格（予定価格の制限の

範囲内であるものに限る）で除した値を総合評価点とし、入札参加者の

中で最も高い値の者を落札者として決定する。 

    
総合評価点＝（基礎点（１００点）＋加算項目審査による加算点）÷入札価格 
 

②留意事項 
（ア）必須項目審査の結果、不合格の者については、総合評価点の算定を

行わない。 
（イ）開札の結果、入札価格が予定価格の制限の範囲内にない入札書につ

いては、総合評価点の算定を行わない。この場合、下記③で定める再

度の入札の参加を妨げるものではない。 
（ウ）開札の結果、落札者となるべき者の入札価格が、予定価格の６割に

満たない場合は、その価格によっての契約の内容に適合した履行がな

されないおそれがあると認められるか否か、次の事項について改めて

調査し、該当するおそれがあると認められた場合、また契約の相手方

となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す恐れ

があって著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限

の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が最も高

い１者を落札者として決定することがある。 
ａ当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性（当該単価で適切 
な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が 
適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等） 

ｂ当該契約の履行体制（常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専 
任兼任の別、業務分担等が適切か否か等） 

ｃ当該契約期間中における他の契約請負状況 
ｄ手持機械その他固定資産の状況 
ｅ過去の国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況 
ｆ経営状況 
ｇ信用状況 

（エ）開札の結果、落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当

該入札参加者またはその代理人に「くじ」を引かせ、落札者を決定す
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るものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことが

できないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじ

を引き落札者を決定するものとする。 
（オ）落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落

札価格、落札者決定の理由並びに提案された内容のうち、具体的な実

施体制及び実施方法の概要について公表するものとする。 
③初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて 

初回の開札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、 

直ちに再度の入札を行うものとする。再度の入札によってもなお落札者と 

なるべき者がいない場合には、三回目の入札を行うものとする。三回目の 

入札によってもなお落札者となるべきものがいない場合には、官民競争入 

札等監理委員会と連携しつつ、入札条件を見直し、再度入札公告に付する 

こととする。 

    再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は 

再度の入札公告によると本業務の実施の準備に必要な期間を確保するこ 

とができない等のやむを得ない事由がある場合には、随意契約を行うこ 

と等ができる。この場合において、国立感染所研究所長はその理由を公 

表するとともに、官民競争入札等監理委員会に報告する。 

９ 本業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 
別添「従来の実施状況」のとおり 

１０ 事業者に使用させることができる国立感染症研究所の国有財産に関する 
事項 

（１）使用可能な施設 
   本事業に関係する国立感染症研究所の施設、設備等のすべて。 
（２）事務スペース等の借受け 

①事業者は、本業務及びこれに付随する業務を実施するため、国立感染症

研究所から一定の事務スペース等を無償で借り受けることができる。 
②施設の使用を終了し、または中止した場合は、原状回復の上、直ちに国

立感染症研究所に返還し、国立感染症研究所の検査確認を受けなければなら

ない。 
（３）使用目的の制限等 

①事業者は、上記（１）及び（２）の施設・設備等は、本業務及びこれに

付随する業務以外の目的で使用してはならない。 
②事業者は、上記（１）及び（２）の施設・設備等を使用する際は、国立

感染症研究所の指示に従い、善良な管理者の注意をもって適切に使用しなけ

ればならない。なお、万一、施設・設備等に損害を与えた場合は、直ちに監
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督職員に報告し、その指示に従い、事業者の負担において修復等を行うもの

とする。 
（４）機器等の持込み 

①事業者は、国立感染症研究所の事務に支障を来たさない範囲において、 
本業務に必要な機器・設備等を持ち込むことができるものとする。 
②上記①の機器・設備等については、適切に管理すること。 
③施設の使用を終了し、または中止した場合は、直ちに原状回復を行い、 

検査確認を受けなければならない。 
（５）使用に係る経費等 

①上記（１）及び（２）の施設・設備等については、無償で使用すること 
ができる。 
②上記（４）①の機器・設備等を設置するための経費及びこれらから生じ 
る経費は、上記４（２）に定める光熱水費を除き、原則事業者の負担とす 
る。 

１１ 事業者が、国立感染症研究所に対して報告すべき事項、秘密を適正に取 
り扱うために必要な措置その他の本業務の適性かつ確実な実施の確保のた 
めに講ずべき措置に関する事項 

（１）統括管理責任者 
民間事業者は、国立感染症研究所に対する報告及び調整、各業務事業者（入 

札参加グループで参加する場合は、各企業）への指示及び関係者との調整等の

管理・運営業務を円滑に実施するための業務（以下「統括管理業務」という。）

を実施する。 
①民間事業者は、統括管理業務を実施するにあたり、統括責任者を選任す 
ること。ただし、入札参加グループで参加する場合の統括管理責任者は、 
代表企業から選出すること。なお、統括管理責任者は、業務責任者を兼務 
することができる。また、統括管理責任者が欠けた場合の代行者をあらか 
じめ定めておくこと。 
②統括管理責任者は、各業務の履行状況を常に把握し、施設管理担当者へ報 
告すること。 
③施設管理担当者からの指示については、統括管理責任者から速やかに各業 
務責任者を通じて実行すること。 
④各業務責任者は、統括管理責任者を通じて施設管理担当者に、報告書その 
他の関係書類を提出し、業務の重要事項に関することを報告すること。 

（２）副統括責任者 
①統括管理責任者は、副統括管理責任者を置くことができる。 
②副統括管理責任者は、統括管理責任者を選出した事業者から選出し、業務 
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責任者を兼務することができる。 
③副統括管理責任者は、統括管理責任者を補助し、統括管理責任者が不在の 
際は、これに代わる。 

（３）報告等 
①業務従事者名簿等の提出 
（ア）事業者は、本業務開始日までに統括責任者等を選任し、管理体制を 
  書面にて国立感染症研究所に提出すること。 
（イ）事業者は、本業務開始日までに本業務に従事する者、本業務を行う 

にあたり必要な資格を有する者の名簿を国立感染症研究所に提出す 
ること。 

（ウ）事業者は、警備保安業務、施設管理業務に従事する者の配置予定表 
を監督職員に届け出ること。 

②事業計画書の作成と提出 
 事業者は、各年度の本業務開始日１０日前までに年度毎の管理・運営業 
務計画書を作成し、国立感染症研究所に提出すること。 
③業務報告書の作成と提出 
（ア）事業者は、業務の内容に応じて、国立感染症研究所の指定する周期 

において業務報告書を作成し、監督職員に提出すること。 
（イ）事業者は、万一、事故等が発生した場合は、迅速に対応するととも 

に、直ちに監督職員に報告すること。 
（４）国立感染症研究所による調査への協力 

国立感染症研究所は、事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する 
必要があると認めるときは、事業者に対し、本業務の状況に関し必要な報告を

求め、または事業者の事務所（または業務実施場所）に立ち入り、業務の実施

状況または帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問すること

ができる。 
 立入検査をする国立感染症研究所の職員は、検査等を行う際には、当該検査

等が公共サービス改革法第２６条第１項に基づくものであることを事業者に

明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものと

する。 
（５）指示 

国立感染症研究所は、事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保す 
るために必要があると認めるときは、公共サービス改革法第２７条に基づ 
き、事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 

（６）秘密の保持 
事業者は、本業務に関して国立感染症研究所が開示した情報等（公知の事実
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等を除く。）及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩しては

ならないものとし、そのための必要な措置を講じなければならない。事業者（そ

の者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他本業務

に従事している者または従事していた者は、業務上知り得た秘密を漏らし、ま

たは盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、または盗用した場合に

は、公共サービス改革法第５４条の規程により罰則の適用がある。 
（７）個人情報の取り扱い 

①基本的事項 
    事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務による事務を処理

するための個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害す

ることのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成１５年５月３０日法律第５８号）第６条第２項の規程に基づき、個人

情報の漏洩、滅失、改ざんまたは毀損の防止その他の個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じなければならない。 
②取得の制限 

事業者は、本業務による事務を処理するために個人情報を取得する時は、 
あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。 
また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で 

個人情報を取得するものとする。 
③利用及び提供の制限 

事業者は、施設管理責任者の指示または承諾があるときを除き、個人情 
報を自ら利用し、または提供してはならない。 
④複写等の禁止 

事業者は、施設管理責任者の指示または承諾があるときを除き、本業務 
による事務を処理するために施設管理責任者から提供を受けた個人情報 
が記録された資料等を複写し、または複製してはならない。 
⑤事案発生時における報告 

事業者は、個人情報の漏洩等の事案が発生し、または発生する恐れがあ 
ることを知った時は、速やかに施設管理責任者に報告し、指示に従うも 
のとする。本業務が終了し、または解除された後においても同様とする。 

⑥管理体制の整備 
事業者は、本業務による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特 

定するなど管理体制を定めなければならない。 
⑦業務従事者への周知 

事業者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務によ

る事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不
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当な目的に使用してはならないなど、個人情報の保護に関して必要な事項を

周知しなければならない。 
（８）業務の引継ぎ 

①現行の事業者からの引継ぎ 
（ア）国立感染症研究所長は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行 

の事業者及び民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継 
ぎが完了したことを確認する。本業務を新たに実施することとなった 
民間事業者は、本業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類 
等により、現行の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。 
なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、現行の事業者の負担 
となる。 

②本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ 
（ア）国立感染症研究所長は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間 

事業者及び次回の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継 
ぎが完了したことを確認する。本業務の終了に伴い民間事業者が変更 
となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始日までに、業務内容 
を明らかにした書類等により、次回の事業者に対し、引継ぎを行うも 
のとする。なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、民間事業 
者の負担となる。 

（９）契約に基づき事業者が講ずべき措置 
①業務の開始及び中止 
（ア）事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本 

業務を開始しなければならない。 
（イ）事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとすると 

きは、あらかじめ国立感染症研究所の承認を得なければならない。 
②公正な取り扱い 
（ア）事業者は、本業務の実施にあたって、当該施設利用者を具体的な理 

由なく区別してはならない。 
（イ）事業者は、当該施設の利用者の取扱いについて、自らが行う他の事 

業の利用の有無により区別してはならない。 
③金銭等の授受の禁止 
 事業者は、本業務において、金品等を受け取り、または与えてはならな 
い。 
④宣伝行為の禁止 
 事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行 
う業務の宣伝を行ってはならない。事業者及び本業務を実施する者は、本 
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業務の実施の事実をもって、第三者に対し、誤解を与えるような行為をし 
てはならない。 
⑤法令の遵守 
 事業者は、本業務を実施するにあたり、適用を受ける関係法令等を遵守 
しなければならない。 
⑥安全衛生 
 事業者は本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理につい 
て、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 
⑦記録・帳簿書類等 
 事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委 
託事業を終了し、または中止した日の属する年度の翌年度から起算して５ 
年間保管しなければならない。 
⑧権利の譲渡 
 事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部または一部を 
第三者に譲渡してはならない。 
⑨権利義務の帰属 
（ア）本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触すると

きは、事業者は、その責において、必要な措置を講じなければならな

い。 
（イ）民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あら

かじめ国立感染症研究所の承認を受けなければならない。 
⑩契約によらない自らの事業の禁止 
 民間事業者は、本業務の対象施設において、国立感染症研究所の許可を 
得ることなく自ら行う事業又は国立感染症研究所以外の者との契約（国立 
感染症研究所との契約に基づく事業を除く。）に基づき実施する事業を行 
ってはならない。 
⑪再委託の取扱い 
（ア）事業者は、本業務の実施にあたり、その全部を一括して再委託して 

はならない。 
（イ）総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止と 

する。 
（ウ）契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則として契約額の 2 

分の１未満の範囲とする。 
（エ）事業者は、本業務の実施にあたり、その一部について再委託を行う 

場合は、原則としてあらかじめ企画書において再委託に関する事項（再 
委託先の住所、名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行う 
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ことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴取そ 
の他業務管理方法）を明らかにした上で、様式８により国立感染症研 
究所に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければな 
らない。 

（オ）事業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託に係る変更承認申 
請書を様式９により国立感染症研究所に提出し、その承認を受けなけ 
ればならない。 

（カ）事業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合 
には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範 
囲を記載した様式１１の履行体制図を国立感染症研究所に提出し、承 
認を受けなければならない。 

（キ）事業者は様式１１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式 
１０により履行体制図変更届出書を国立感染症研究所に届けなければ 
ならない。 

（ク）事業者は、本契約締結後、やむを得ない事由により再委託を行う場 
合には、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称・委託する業務 
の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行 
能力並びに報告徴取その他業務管理の方法）を明らかにした上で、様 
式８により国立感染症研究所の承認を得なければならない。 

（ケ）事業者は、上記（エ）から（ク）により再委託を行う場合には、再 
委託先から必要な報告を徴取することとする。 

（コ）上記の秘密の保持等、公正な取扱い、金品の授受の禁止、宣伝行為 
の禁止、国立感染症研究所の契約によらない自らの業務の禁止等につ 
いて、再委託先は、事業者と同様の義務を負うものとする。また、事 
業者は、再委託先に遵守させるための必要な措置を講じなければなら 
ない。 

（サ）民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て民間事業者 
の責任において行うものとし、再委託先の責めに帰すべき事由につい 
ては、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責 
任を負うものとする。 

   ⑫業務途中における入札参加グループからの脱退 
    代表事業者及び入札参加グループの参加事業者は、本業務を完了する日 

までは入札参加グループから脱退することはできない。 
⑬業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置 
 入札参加グループのうちいずれかが業務途中において破産又は解散し 
た場合においては、国立感染症研究所の承認を得て、残存する参加事業者 
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が協同連帯して当該参加事業者の分担業務を完了するものとする。 
 ただし、残存する参加事業者のみでは適正な履行の確保が困難なときは、 
残存事業者全員及び国立感染症研究所の承認を得て、新たな構成員を当該 
入札参加グループに加入させ、当該参加事業者を加えた入札参加グループ 
が共同連帯して破産又は解散した参加事業者の分担業務を完了させるも 
のとする。 
⑭契約解除 
 国立感染症研究所は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を 
解除することができる。 
（ア）公共サービス改革法第２２条第１項に該当するとき。 
（イ）暴力団を業務を統括する者または従業員としていることが明らかに 

なったとき。 
（ウ）暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有して 

いることが明らかになったとき。 
⑮契約解除時の取扱い 
（ア）上記⑭に該当し、契約を解除した場合には、国立感染症研究所は事 

業者に対し、当該解除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間 
にかかる金額を支払う。 

（イ）この場合、事業者は、契約金額の１００分の１０に相当する金額を 
違約金として国立感染症研究所の指定する期間内に納付しなければな 
らない。 

（ウ）国立感染症研究所は、事業者が上記（イ）の規程による金額を国立 
感染症研究所の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限 
の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年１００ 
分の５の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。 

（エ）国立感染症研究所は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損 
害賠償の請求をすることができる。 

（オ）事業者は、上記項目にかかわらず、事業者の責めに帰することがで 
きない事由により、請負事業者が行う本業務の全部又は一部の実施が 
遅延したり、不能となったりした場合は責任を負わない場合がある。 
この場合、国立感染症研究所と協議する。 

⑯契約内容の変更 
国立感染症研究所及び落札事業者は、本件業務の質の向上の推進、ま 

たはその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場 
合は、あらかじめ変更の理由を書面によりそれぞれの相手方に提出し、 
それぞれの相手方の承諾を受けるとともに、公共サービス改革法第２１ 
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条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。 
⑰設備更新の際における事業者への措置 
 実施期間中に設備が更新される際は、更新機器について事業者へ通知 
するとともに、契約変更を行う場合がある。 
⑱契約の解釈 
 本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、事業者と国 
立感染症研究所が協議するものとする。 
⑲取得した個人情報の利用の禁止 
 民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又 
は国立感染症研究所以外の者との契約（本業務を実施するために締結し 
た他の者との契約を除く。）に基づき実施する事業に用いてはならない。 

１２ 事業者が本業務を実施するにあたり第三者に損害を加えた場合において、

その損害の賠償に関し契約により当該事業者が負うべき責任に関する事項      
事業者またはその職員その他の本業務に従事する者が、故意または過失に

より、第三者に損害を加えた場合は、次に定めるところによるものとする。 
 （１）国立感染症研究所が、当該第三者に対する賠償を行ったときは、国立 

感染症研究所は事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該 
損害の発生について国立感染症研究所の責めに帰すべき理由が存する場 
合は、国立感染症研究所が自らの責めに任ずべき金額を超える部分に限 
る。）について求償することができる。 

（２）事業者が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条等に基づき、当 
該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について 
国立感染症研究所の責めに帰すべき理由が存するときは、事業者は国立 
感染症研究所に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償 
の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。 

１３ 公共サービス改革法第７条第８項に規定する評価に関する事項 
 （１）実施状況等に関する調査の時期 

内閣総理大臣が行う評価の時期（平成２９年６月を予定）を踏まえ、本業 
務の実施状況等について、平成２７年度及び平成２８年度の各年度末時点 
における状況を調査するものとする。 

（２）調査の方法 
  国立感染症研究所は、事業者が実施した本業務の内容について、その評 
価が的確に実施されるように実施状況等の調査及び職員等施設利用者の利 
用満足度の調査（利用満足度アンケート調査）を行うものとする。 

（３）調査項目 
   別紙国立感染症研究所戸山庁舎の管理・運営業務評価表に掲げる評 
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価項目及び職員等施設利用者の利用満足度の調査（利用満足度アンケ 
ート調査）に掲げる項目 

（４）国立感染症研究所は、必要に応じ、事業者から直接意見の聴取等を行 
うことができるものとする。 

（５）国立感染症研究所は上記調査について取りまとめた本業務の実施状況 
について、上記（１）の評価を行うために、平成２９年４月を目途に内 
閣総理大臣及び官民競争入札等監理委員会に提出するものとする。 
なお、国立感染症研究所は本業務の実施状況等を提出するにあたり、 

上記８の評価委員会の意見を聴くものとする。 
１４ その他本業務の実施に関し必要な事項 
 （１）本業務の実施状況等の報告及び公表 
   国立感染症研究所は、事業者に対する会計規程等に基づく監督及 

び検査の状況について、業務終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告す 
るとともに、公共サービス改革法第２６条及び第２７条に基づく報告徴取、 
立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並び 
に結果の概要を監理委員会へ報告するものとする。 

（２）国立感染症研究所の検査・監督体制 
  本契約にかかる検査・監督体制は次のとおりであり、監督は、国立感染 
症研究所会計課長が、自らまたは補助者に命じて、立会い、指示その他の 
適切な方法によって行うものとする。 
①施設管理責任者 
 国立感染症研究所長 
②検査職員 
 国立感染症研究所総務部会計課契約係長 
③監督職員 
 国立感染症研究所総務部会計課長 

 （３）事業者が負う可能性のある主な責務等 
   ①事業者の責務等 
   （ア）公共サービス改革法第２５条第２項の規程により、本業務に従事 

する者は、刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰則の適用に 
ついては、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

（イ）公共サービス改革法第５４条の規程により、本業務の実施に関し 
て知り得た秘密を漏らし、または盗用した者は、１年以下の懲役ま 
たは５０万円以下の罰金に処される。 

（ウ）公共サービス改革法第５５条の規定により、報告をせず、若しく 
は虚偽の報告をし、または検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若 
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しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あ 
るいは指示に違反した者は、３０万円以下の罰金に処される。 

（エ）公共サービス改革法第５６条の規程により、法人の代表者または 
法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人ま 
たは人の業務に関し、同法第５５条の違反行為をしたときは、行為 
者を罰するほか、その法人または人に対して同条の刑が科される。 

②事業者は、①本業務が会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２ 
２条に該当するとき、②同法第２３条第１項第７号に規定する「事務 
若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときは、 
同法第２５条及び第２６条により、会計検査院の実地検査を受け、ま 
たは同院から直接若しくは国立感染症研究所を通じて、資料・報告等 
の提出を求められ、若しくは質問を受ける場合がある。 



０～１00 ０～１00

加
点
項
目
審
査

合計得点

国立感染症研究所戸山庁舎の管理・運営業務
評　　　　価　　　　表

２）コスト削減に関す
る提案内容 11 コスト等削減のための方策が図られているか。 様式６ － ０～１０

１）業務の質につい
ての提案内容 10

改善提案内容は、質の向上が図られており、その実施について具体的
な方法、計画が明記され、体制が確保されているか。

様式６ － ０～１０

受付業務に関する追加提案

２）コスト削減に関す
る提案内容 9 コスト等削減のための方策が図られているか。 様式６ － ０～１０

１）業務の質につい
ての提案内容 8

改善提案内容は、質の向上が図られており、その実施について具体的
な方法、計画が明記され、体制が確保されているか。

様式６ － ０～１０

警備保安業務に関する追加提案

２）コスト削減に関す
る提案内容 7 コスト等削減のための方策が図られているか。 様式６ － ０～１０

１）業務の質につい
ての提案内容 6

改善提案内容は、質の向上が図られており、その実施について具体的
な方法、計画が明記され、体制が確保されているか。

様式６ － ０～１０

設備機器等の維持管理業務に関する追加提案

２）業務に対する認
識

３）現行基準レベル
の質の確保の実態

必
須
項
目
審
査

業務共通

様式３ 20 －

１）実施体制

様式５ 20 －5
各業務の提案内容は、確保すべき水準が確保されるものとなっている
か。

様式４ 20 －

様式３ 20 －

2 各業務で必要とする法定資格者等が適切に配置されているか。

3

4

各業務の目的を理解し、計画的な実施が考えられているか。

各業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっているか。

1
各業務の業務水準が維持される体制となっているか。また、グループ
で参加する場合、代表事業者とグループ企業間の連携が円滑に行わ
れる体制がとられ、機能する仕組みとなっているか。

様式１、４ 20 －

得点配分

基礎点 加算点
得点

業務区分実施
要項
区分

項番 評価項目
実施要項区分

主となる
評価対
象資料

２）コスト削減に関す
る提案内容 13

緊急時の連絡体制は明確であり、かつ効果的なものであるか。
トラブル時や緊急時に円滑に対応し、かつ被害を拡大させないための
対策が提案されているか。

様式７ － ０～２０

緊急時への対応方法等についての提案

１）緊急時への対応
についての提案内
容

12
事故や災害等、具体的な事態を想定し、現実的かつ効果的な対策が
提案されているか。各業務における安全管理及び安全対策に対する
提案は効果的なものであるか。

様式７ － ０～２０



  

 

 

従来の実施状況に関する情報の開示 

 

１．従来の実施に要した経費、委託の内容 

 

    平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

設備機器等の維持管理業務 70,796,004円 75,392,000円 75,392,000円 

警備保安、受付業務 64,224,000円 59,628,000円 59,628,000円 

      

消費税額及び地方

消費税額を除く 

 

（注記事項） 

・設備機器等の維持管理業務、警備保安業務及び受付業務は入札により請負契約

を締結することにより実施。 

 

 



  

 

２．従来の実施に要した人員 

 

    平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

設備機器等の維持管理業務 12人 11人 11人 

警備保安、受付業務 11人 11人 11人 

       
 

（業務従事者に求められる知識・経験等） 

・設備機器等の維持管理業務 

  主任技術者：第三種電気主任技術者又は、第一種電気工事士以上の資格を有 

する者及び１級ボイラー技士であって実務経験が５年以上の者 

とする。 

  技術員：イ）２級ボイラー技士又は冷凍機三種以上の資格又は、第二種電気 

工事士以上の資格を有する者で、実務経験５年以上の者とする 

ロ）危険物乙種四類の資格を有する者であって、実務経験５年以上 

のものとする。 

保守員：２級ボイラー技士又は冷凍機三種以上の資格を有する者又は、高等 

学校卒業程度の能力を有する者であって、実務経験１年以上の者と 

する。 

※自衛消防技術認定証の資格を有する者が１０名以上となるよう、業務従事者の中

から必要に応じ、自衛消防技術認定証の資格を配置。  

 

・警備保安業務 

  警備員：イ）自衛消防技術認定証の資格を有する者 

ロ）防災センター要員講習を修了した者 

ハ）自衛消防業務講習を修了した者 

 

 

 



  

 

３．従来の実施に要した施設及び設備 

 

    施設 貸与物品 

設備機器等の維持管

理業務 

中央監視室、設備保守

員控室 

椅子（１４脚）、ソファーベッド（２台）、テレビ

（１台）、パソコン（１台）、パソコンラック（１

台）、パソコンデスク（１台）、PHS（５台）、机

（３台）、袖机（５台）、スチールラック（１台）、

下駄箱（１つ）、懐中電灯（４つ）、キャビネッ

ト（７台）、ホワイトボード（３つ）、更衣ロッカ

ー（４連２台、３連２台、２連１台）、本棚（２

つ）、ヘルメット（７つ）、折りたたみベッド（２

台）、コピー機（１台）、食器棚（２つ）、二段

ラック（１台） 

警備保安、受付業務 
防災センター、正面玄

関受付 

椅子（１１脚）、冷蔵庫（１台）、ソファーベッド

（２台）、テーブル（１台）、テレビ（１台）、寝

具（３組）、オーブントースター（１台）、パソコ

ン（２台）、プリンター（１台）、荷物用ロッカー

（２台）、食器棚（４つ）、机（２台）、書庫ロッ

カー（４台）、更衣ロッカー（３連３台、２連１

台）、PHS（３台）、拡声器（４台）、懐中電灯

（３つ）、ヘルメット（９つ） 

（注記事項） 

 （１）業務を実施するため上記施設・物品を無償貸与 

 （２）上記以外で業務遂行するにあたり必要なものは、受託者が用意する。 

 

４．従来の実施における目標の要した施設及び設備 

 

    平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

    目標 
実績 

（事故） 
目標 

実績 

（事故） 
目標 

実績 

（事故） 

品質の維持 － 0 － 0 － 0 

安全性の確保 － 0 － 0 － 0 

（注意事項） 

※具体的な数値目標の設定はしていない。 



  

 

※従来職員等施設利用者の利用満足度の調査（利用満足度アンケート調査）は実施

していない。 

 



  

 

５.従来の実施方法等 

（１）業務フローについては、仕様書を参照してください。 

（２）従来業務の業務分担は「管理・運営業務区分表」のとおりです。 

（３）対象業務における組織図は別添組織図を参照してください。 

 

 

 

管理・運営区分表 

  
現状 民間競争入札 

備考 

国立感染症研究所 受託者 国立感染症研究所 受託者 

設備機器等の維持管理業務 － ○ － ○   

警備保安、受付業務 － ○ － ○   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



組織図

（戸山庁舎）

国立感染症研究所 総 務 部 総 務 課

会 計 課

所 長 調 整 課

副 所 長 企 画 調 整 主 幹

ウイルス第一部

ウイルス第二部

細 菌 第 一 部

寄 生 動 物 部

感 染 病 理 部

免 疫 部

真 菌 部

細 胞 化 学 部

昆 虫 医 科 学 部

獣 医 科 学 部

国 際 協 力 室

ﾊﾞｲｵｾｰﾌﾃｨ管理室

品質保証・管理部

動 物 管 理 室

感染症疫学ｾﾝﾀｰ

ｴ ｲ ｽ ﾞ研究 ｾﾝﾀ ｰ

病原体ｹ゙ ﾉﾑ解析研究ｾﾝﾀー



平成○○年○○月○○日 

 

国立感染症研究所戸山庁舎の 

管理・運営業務に関する満足度アンケート調査 

 

 このアンケートは、国立感染症研究所戸山庁舎の管理・運営業務について、

サービスの質を確保し、今後に活用するため、満足度を調査するものです。 

 以下の質問に対して、それぞれ「満足」から「不満」までのいずれかに該当

する□にレ印を記入してください。 

 

１.施設全般の管理状況についてお伺いします。 

 

□満足   □ほぼ満足   □やや不満   □不満 

 

２.緊急時（停電、空調停止、断水等障害発生時等）の対応についてお伺いします。  

 

□満足   □ほぼ満足   □やや不満   □不満 

 

３.警備員の対応についてお伺いします。 

 

□満足   □ほぼ満足   □やや不満   □不満 

 

４.受付の対応についてお伺いします。 

 

□満足   □ほぼ満足   □やや不満   □不満 

 

５.その他、お気づきの点や改善してほしい点等がございましたら、ご記入くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 



様式１ 

国立感染症研究所戸山庁舎の管理・運営業務企画書 

１．企業の代表責任者及び本業務担当者 

（a）入札参加者が法人の場合は、法人名、所在地、代表者の氏名及び担当者の氏

名並びに連絡先を記載すること。 



 

様式２ 

２.業務実績 

 本実施要項第１の（２）「業務一覧」記載の業務ごとに、過去５年の実績を記

載すること。 

（１）設備機器等の維持管理業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 

請負金額等 

   施設規模 

請負金額等 

（２）警備保安、受付業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 

請負金額等 

   施設規模 

請負金額等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式３ 

 

 

 

３．本業務実施の考え方 

安定した業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視する

ポイント等を記載すること。 

 



 

様式４ 

 

 

 

４．業務毎の実施体制及び業務全体の管理方法 

（１）本実施要項で示す業務毎に、実施体制及び業務全体の管理方法を具体的に

記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）別添仕様書で本実施要項で示す業務毎に、実施体制及び業務全体の管理方

法を具体的に記載すること。 



 

様式５ 

 

 

 

５．管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に関する提案 

以下の項目について簡潔にまとめること。 

 

１.管理・運営業務の実施全般に対する質の確保についての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.質の確保に関する提案事項 

 



 

様式６ 

 

 

 

６．各業務実施方法の妥当性に関する事項 

本業務の実施方法について追加提案をすることが望ましい。更なる業務の安全

化、安定化、効率化等本業務の質の向上に資するため、以下項目に関する改善提

案について簡潔にまとめること。 

 

１.設備機器等の維持管理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.警備保安、受付業務 

 



 

様式７ 

 

 

 

７．緊急時の体制及び対応方法 

緊急時のバックアップ体制と対応方法を具体的に記載すること。 



 

様式８ 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

国立感染症研究所 

総務部長 ○○ ○○ 殿 

 

 

 

名称 

代表者氏名            印 

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２．委託する相手方の業務の範囲 

 

３．委託を行う合理的理由 

 

４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



 

様式９ 

 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

国立感染症研究所 

総務部長 ○○ ○○ 殿 

 

 

 

名称 

代表者氏名            印 

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２．変更後の事業者の業務の範囲 

 

３．変更する理由 

 

４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



 

様式１０ 

 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

国立感染症研究所 

総務部長 ○○ ○○ 殿 

 

 

 

名称 

代表者氏名            印 

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

契約書第１７条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

２．変更の内容 

 

３．変更後の体制図 



 

様式１１ 

 

履行体制図 

 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

 

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 

Ａ 東京都○○区・・・ 円  

Ｂ    

 

 

 

 

 

乙 

事業者Ｂ      

_ 
事業者Ｃ     

_ 

事業者Ａ      

_ 



国立感染症研究所戸山庁舎の

管理・運営業務民間競争入札仕様書
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設備機器等の維持管理業務仕様書

１．件 名

国立感染症研究所戸山庁舎設備機器等の維持管理業務

２．業務場所

東京都新宿区戸山１－２３－１ 国立感染症研究所戸山庁舎

３．期 間

平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までとする。

４．概 要

国立感染症研究所戸山庁舎に設置された電気設備、空気調和設備、給排水衛生

設備、昇降機設備及び通信防災設備の点検、整備、運転監視並びにその他設備機

器の維持管理に必要な業務（以下「維持管理」という。）を行うものとする。

５．維持管理の内容

５－１ 一 般 事 項

５－１－１ 対象設備機器等

維持管理の対象とすべき設備は５－２に記載された設備とする。

５－１－２ 維持管理作業基準

設備の維持管理は「電気設備関係管理基準表」、「空気調和設備関係管理基準

表」、「給排水・衛生設備関係管理基準表」、「昇降機設備関係管理基準表」及

び「通信防災設備関係管理基準表」により行うほか次の業務を実施する。

(1) 業務方法及び責任範囲

庁舎地下３階のボイラ－室、電気室、機械室、冷凍機室、自家発電機室、

変電室、電話機械室等及び各階の諸設備並びに上水道設備を含み保守点検業

務を行うものとする。

(2) 運転及び監視

受配電状況、熱源機器、構内電話交換機設備、上水道設備等の運転監視業

務上必要な機器操作、記録、異常発生時の原因調査及びその処置を行うもの

とする。

(3) 点検及び整備

設備、機器等を常に良好な状態に保つよう点検及び整備を行うものとする。

(4) 維持管理

① 各施設、各機器等の安全な運用を確保するための改修並びに工事を必要と

認める時は、速やかに意見を付して、委託者に報告し指示を受けるものとす

る。

② 各施設、各機器等に係る工事の竣工をした時は委託者と検査に立ち会い、

保安上支障のないことを確認するものとする。
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③ 各施設、各機器等に事故その他異常が発生した時は、直ちに委託者に報告

し、速やかに防災センタ－等の関連部署へ連絡調整を行うとともに、必要に

応じてその部分の運転を一時停止又は運転制限等の措置をしたうえ、臨時に

精密検査を行い、その原因を究明し、機能復旧に努め、かつ、再発生の防止

のための必要な措置をとるものとする。

④ 災害発生に伴い危険が認められる時は、直ちに送電を停止することができ

るものとする。この場合は直ちに担当官に通報するとともに、防災センタ－

との連絡調整を行うものとする。

５－１－３ 勤務時間

原則として次の時間とする。

昼 間 午前９時００分～午後５時００分迄（６名以上）

（但し、土曜日・日曜日・祝祭日は、４名以上とする。）

夜 間 午後５時００分～翌日午前９時００分迄（２名以上）

５－１－４ エネルギー管理業務

環境負荷の軽減を目的としたエネルギーの抑制に努め、受変電設備・熱源管理

・空調設備・給排水設備等の施設による電力・ガス・水道使用量の把握・分析を

行い、光熱水コストの削減に向けた管理を行う。

また、エネルギーの管理計画を長期的な視点からとらえ、指標を定め、エネル

ギー消費の低減につながる整備、改修などの具体的な方策の意見具申を行う。

５－１－５ その他

(1) 本業務の実施は本仕様書及び関係法令によるもののほか、国立感染症研究

所と電力供給会社の間で締結された契約書及び両者間で取り交わされた文書

等に基づくものとする。

(2) 本仕様書に明示されていない事項であっても本業務に必要な事項は、すべ

て本仕様書に含まれるものとする。

(3) 業務の履行に当たっては、委託者に協力し安全に十分留意するものとする。

５－２ 設備機器の維持管理

５－２－１ 対象設備、機器等及び維持管理業務内容

(1) 電気設備

① 受変電設備（自家用電気工作物、直流電源設備、自家発電設備、電力監視

装置、ＣＶＣＦを含む一式）について、電気事業法、消防法、建築基準法そ

の他法令又はこれらに基づく特別の定めのあるものを除き「保安規程（委託

者の定めるものをいう。以下同じ。）」に基づく業務並びに下記業務を行う

ものとする。ただし、変圧器、遮断機、ＣＰＵ、継電器、ＣＶＣＦ等の定期

点検で別契約に係るものを除く。

ア 運転、監視及び保守点検

イ 各種の計測及び記録の作成

ウ 自家発電機設備（分解を伴う精密点検を除く。）については、発電機の

試験運転及び保守点検、清掃、警報装置の保守点検並びに発電機回りの空

気源、給水、排水、給油、排煙、水槽等の点検清掃を行うものとする。

② 一般強電流設備

電灯、電力等の各種電気設備について、保安規程に基づく保安点検のほか、
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下記業務を行うものとする。

ア 運転、監視及び保守点検

イ 各種の計測及び記録の作成

③ 弱電流設備

電気時計、拡声設備、表示器、各インタ－ホン設備については、下記業務

を行うものとする。

ア 運転、監視及び保守点検

イ 各種の計測及び記録の作成

(2) 空気調和設備

① 中央監視装置、空気源装置、ボイラ－、冷凍機、熱交換器、蒸気発生器、

軟水装置、空気調和装置、ファンコイルユニット等について、消防法、建築

基準法、労働安全衛生法その他法令に基づく特別の定めのある場合を除き、

下記業務を行うものとする。ただし、第一種圧力容器の定期点検及び性能検

査を除く。

ア 運転、監視及び保守点検、清掃並びに関連のある施設との連絡調整

イ 各種の計測及び記録の作成

ウ 冷却塔設備の保守点検、清掃

エ 自動巻取形エアーフィルター設備の保守点検

② 換気設備

単独換気設備について、下記業務を行うものとする。

ア 運転、監視及び保守点検、清掃

イ 自動巻取形エアーフィルター設備の保守点検

ウ 各種の計測及び記録の作成

(3) 給排水衛生設備

上水及び雑用水の給水、給湯並びに排水設備等について、下記業務を行う

ものとする。ただし、分解を伴う精密点検及び清掃を除く。

ア 運転、監視、保守点検及び清掃

イ 高置水槽、膨張水槽、マンホ－ル等の保守点検

ウ 各種の計測及び記録の作成

エ 分析及び記録の作成

(4) 昇降機設備

エレベ－タ－について、消防法、建築基準法、労働安全衛生法その他の法

令又はこれに基づく特別の場合を除き下記業務を行うものとする。ただし、

定期自主検査及び性能検査を除く。

ア 運転監視盤等の保守点検、清掃

イ 故障時の処置及び担当職員との連絡調整

(5) 通信防災設備

消防法に基づく定期点検業務を除き自動火災報知設備、消火栓設備、排煙

設備、誘導灯設備及びハロゲン化物消火設備について、巡回点検を行うもの

とする。ただし、防災監視盤の常駐監視を除く。

(6) ガス設備

都市ガス設備については、ガス使用の一般機器（コンロ、湯沸し器等）の
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点火装置等の点検整備を行うものとする。

６．業務従事者

(1) 受託者は、業務遂行の技術上の管理を行う主任技術者及び技術員、保守員

及びエネルギー管理者（管理員）を定め、書面をもってその氏名を委託者に

事前に通知し、確認を受けるとともに所轄官庁へ届け出るものとする。主任

技術者等に変更があったときも同様とする。

(2) 業務従事者は次に示す資格及び実力を有するものとする。ただし、委託者

が適任と認めたものについては、この限りでない。

区 分 資 格 及 び 経 験 年 数

主任技術者 第三種電気主任技術者又は、第一種電気工事士以上の資格

を有する者及び１級ボイラ－技士であって実務経験が５年以

上の者とする。

技 術 員 イ）２級ボイラ－技士又は冷凍機三種以上の資格又は、第二

種電気工事士以上の資格を有する者で、実務経験５年以上

の者とする。

ロ）危険物乙種四類の資格を有する者であって、実務経験

５年以上のものとする。

保 守 員 ２級ボイラ－技士又は冷凍機三種以上の資格を有する者又

は、高等学校卒業程度の能力を有する者であって、実務経験

１年以上の者とする。

上記資格を証明する書類（写）を委託者に提出し、確認を受けること。

※総合管理業務請負契約において自衛消防技術認定証の資格を有する者が１０名

以上となるよう、業務従事者の中から必要に応じ、自衛消防技術認定証の資格

を有する者を配置するものとする。

(3) 作業分担は、次のとおりとする。

区分 分 担 内 容

主任技術者 イ）年間、月間、週間等の計画書作成

ロ）会計課施設係との連絡、報告及び調整

ハ）技術員・保守員の指導及びクレ－ム処理と整理

技 術 員 中央監視盤の常時監視、日常点検、巡視点検、上水等の分

析、デ－タ整理、報告書の作成、保守管理計画書の立案等

保 守 員 日常点検及び巡視点検の補佐、機械設備の保守故障修理等
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７．業務報告

運転保守、維持管理にあたり、保守管理計画書、月間点検作業計画書、運転日

誌その他必要な記録を誠実に作成し、委託者の確認を得るものとする。

８．一般事項

(1) 受託者は、業務遂行上専用として使用する施設の盗難予防及び火元確認そ

の他施設の安全管理並びに整理整頓及び清掃を責任をもって行うものとする。

(2) 受託者は、業務従事者の健康状態を常に把握し、業務に支障のあると認め

られる者を就労させてはならないものとする。

(3) 受託者は、従事者が健康上その他の理由により、当該業務に従事できない

と認めた場合には、委託者に通知のうえ、速やかに代替の従事者を派遣し、

業務に支障のないようにすること。

(4) 支給品及び貸与品

運転保守管理業務を行うため必要な材料、消耗品等は委託者が支給するも

のとする。また、委託者は、測定器、工具類、備品等必要最小限度の物品を

貸与するものとする。ただし、日常保守に必要軽度な工具、衣料品等は受託

者の負担とする。備品等委託者があらかじめ貸与するものは、受託者は善良

な管理者の注意義務をもって管理するものとする。

(5) 受託者は、庁舎内の附属施設（当直用施設等）を無償にて利用することが

できるものとする。ただし、許可なく改造してはならない。

(6) 特別管理区域の業務の履行に当たっては、管理者等の指示に従い、所定の

講習を受講し、必要な知識を養うこととする。

(7) 受託者は、各施設及び各機器の安全な運転の確保及び技術を習得するため、

本契約締結日までの間、主任技術者及び技術者を派遣し、前任者とともに適

切な引継を行うものとする。

(8) 本仕様書について疑義の生じた場合は、委託者と受託者が協議を行い業務

を実施するものとする。



各 設 備 関 係 管 理 基 準 表

Ⅰ．電気設備関係

Ⅱ．空気調和設備関係

Ⅲ．給排水・衛生設備関係

Ⅳ．昇降機設備・通信防災設備関係



設 備 機 器 概 要

Ⅰ．電気設備

Ⅱ．空気調和設備

Ⅲ．空調自動制御設備

Ⅳ．給排水設備

Ⅴ．昇降機設備

Ⅵ．通信防災設備



- 6 -

Ⅰ 電気設備関係管理基準表
注）○印は、実施周期を示す。

点 検 周 期

機器の種別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

１受変電設備

①受配電日誌の ①電圧、電流、力率、有効、無効 ○

記録及び点検 ②デマンド、Ｔｒ温度、異音、異臭 ○

③各表示灯、点灯確認、不点個所の交換 ○

②断 路 機 ①がいし汚損、亀裂の有無 ○

気中開閉器 ②取付けボルトの緩み、脱落等の有無 ○

③受と刃の接触部分変色の有無 ○

④ア－クによる刃の損傷の有無 ○

⑤著しいかげろうが出ていないか ○

⑥異音・異臭の有無 ○

⑦操作ロッドの変形・破損の有無 ○

③遮 断 機 ①異音、異臭、漏油等の有無 ○

②開閉表示状態（指示灯）及び作動回数 ○

③ブッシング汚損、亀裂等の有無 ○

④機能点検（22KV用） ○

⑤音響、振動の点検（22KV用） ○

⑥ガス、圧力指示値の確認（22KV用） ○

④母 線 ①たるみ、腐食、損傷、過熱及び変色の有無 ○

②絶縁部の油漏れ及びガス漏れの有無 ○

③がいしの汚損及び亀裂の有無 ○

④接続部、クランプ類の損傷、過熱及び変色の

有無 ○

⑤変 圧 器 ①ブッシング汚損、亀裂等の有無 ○

②異音、異臭、振動 ○

③温度計（付属している場合）による点検 ○

④外面の変形、破損の有無 ○

⑤乾燥の点検 ○
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点 検 周 期

機器の種別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

⑥計器用変成器 ①異音、異臭及び異常振動の有無 ○

②汚れ、損傷、亀裂の有無 ○

③過熱、変色、漏油等の異常の有無 ○

④油量の適否を油面計のより確認 ○

⑤接地線の緩み、損傷及び断線の有無 ○

⑦避 雷 器 ①汚損、損傷、亀裂、変色の有無 ○

避 雷 針 ②端子・接続部の緩みの有無 ○

③接地線の変色、損傷及び断線の有無 ○

④放電記録装置の放電記録を確認し、記録があ

る場合は ｶｳﾝﾀ-をﾘｾｯﾄ ○

⑤コンパウンド異常の有無 ○

⑧電力ヒュ－ズ ①保護筒の汚損、損傷、腐食の有無 ○

②締付けボルトの緩みの有無 ○

③碍子の汚損、亀裂等損傷の有無 ○

④端子部の過熱及び変色の有無 ○

⑨配 電 盤 ①扉（出入口）開閉の良否及び施錠の有無 ○

監 視 盤 ②汚損、損傷、塗装の剥離、錆の有無 ○

③ボルトの緩み ○

④雨水、じんあい等の侵入状態 ○

⑤標識の汚損及び取付け状態 ○

⑩電 力 用 ①ブッシングの汚損、亀裂等の有無 ○

コンデンサ－ ②外箱の変形、汚損、損傷の有無 ○

③異音、異臭、変形、ふくらみ等の有無 ○

２自家発電設備

①試 運 転 ①始動スイッチを投入して、試運転（ 5分～10

及 び 記 録 分）を行い、始動時間等を確認記録 ○

②運転中、電圧計、周波数計等の指示値が適正

か確認記録 ○

③回転数、温度、圧力等を始動前及び運転時に

指示値を確認記録 ○
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点 検 周 期

機器の種別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

②発 電 機 ①機器等の変形、損傷、脱落等の有無 ○

原 動 機 ②燃料油、潤滑油漏れの有無 ○

③冷却水の水漏れの有無 ○

④接地線の緩み、損傷、断線の有無 ○

③配 電 盤 類 ①各計器の指示値の適否 ○

②保護継電器の動作表示を点検 ○

③遮断器、開閉器等の開閉状態を確認 ○

④始動及び運転待機状態にあることを確認 ○

３直流電源装置

交流無停電

電源装置

①日誌の記録 ①充電電圧、充電電流、記録 ○

及び点検 ②表示灯、点灯確認 ○

②蓄 電 池 ①蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無 ○

②電槽内の液面を点検し、液量の適否確認 ○

③蓄電池の端子の緩みの有無 ○

③整 流 装 置 ①各計器の指示値の適否確認 ○

②表示灯類の点灯状態確認 ○

③警報作動状態を試験用押しボタン等により点

検し、確実に作動することを確認 ○

④操作、切替スイッチ等の状態を確認 ○

⑤汚れ、損傷、過熱による温度上昇、変形、異

音異臭、腐食等の有無 ○

⑥トリクル充電又は浮動充電中の蓄電池総電圧

や充電電流の適否を確認 ○

⑦自然換気又は機械換気の適正を確認 ○



- 9 -

点 検 周 期

機器の種別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

４電力通信設備

①配電線 ①結露、浸水の有無 ○

（ダクト） ②ケ－ブル被覆のきれつ等、損傷の有無 ○

③配管の塗装はく離、損傷の有無 ○

④ケ－ブル取付状態の確認 ○

⑤配管取付状態の確認 ○

②配 電 線 ①管路口、防水装置等の漏水、損傷 ○

（ピット） ②マンホ－ル蓋の損傷、内部の浸水、金物類の

腐食の有無 ○

③配 電 線 ①端末部の亀裂、損傷、テ－プ剥離、変色、過

（ｹ-ブﾙ端末） 熱、異臭の有無 ○

②接続部の緩み、損傷、断線の有無 ○

④分 電 盤 ①外箱、扉の汚損、塗装剥離、損傷の有無 ○

制 御 盤 ②信号灯、表示灯の点灯確認 ○

③各計器、開閉器類の汚損、損傷 ○

④じんあい、異物の侵入 ○

⑤電磁開閉器の雑音 ○

⑥回路名カ－ドの確認 ○

⑦緩みによる端子部過熱の有無 ○

⑤電 動 機 ①異常振動、異音、異臭の有無 ○

②潤滑油の点検、注油 ○

③軸受部過熱の有無 ○

④外部汚損の有無 ○

⑥照 明 設 備 ①照明器具の損傷、破損、錆、腐食の有無 ○

②電球、管球、グローランプの交換 ○

③リモコントランス過熱の有無 ○

④タンブラースイッチ、コンセントの汚損、損

傷の有無 ○

⑤電線被覆の損傷の有無 ○
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Ⅱ 空気調和設備関係管理基準表

点 検 周 期

機器の種別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

１ボイラー設備 ①蒸気圧力、給水温度、給水圧力、燃焼温度の

①運転・監視記 点検記録 ○

録 ②ボイラ及び給水タンク水位の確認記録 ○

③ＮＯｘ、Ｏ２ の点検記録 ○

②本体及び燃焼 ①水面測定装置の機能点検 ○

装置 ②圧力調整器の機能点検 ○

③着火状態、フレームアイの作動点検 ○

④缶水の汚水点検 ○

⑤安全弁の点検 ○

⑥自動制御装置の機能点検及び調整 ○

⑦ボイラ本体の損傷の有無 ○

⑧ふた、穴取付部の損傷の有無 ○

⑨吹出管の損傷の有無 ○

⑩附属設備、附属品の損傷、汚水漏れ有無 ○

⑪附属設備、附属品の適正指度、標示、作動の

状況点検 ○

⑫燃焼装置の損傷、汚水漏れの有無 ○

⑬自動制御装置の異常、損傷の有無 ○

⑭サンプリング装置、煤煙濃度測定装置の損

傷、汚損の有無 ○

③軟 水 装 置 ①薬注ポンプ､ 装置の異常有無点検記録 ○

薬 注 装 置 ②薬液等の残量点検記録 ○

③薬液等の作成補充 ○

④ボｲﾗ-給水ポﾝプ ①運転状態異常の有無 ○

油噴燃ポンプ ②運転電流、圧力指針正常値確認記録 ○

油移送ポンプ ③電動機、軸受け部の異音、振動、過熱の有無 ○

油返送ポンプ ④グランド部、接続管の漏れの有無 ○

⑤基礎、架台の損傷、ゆるみの有無 ○

⑥動力制御盤の表示等、スイッチ類の点検 ○

⑦バルブの開閉状態点検 ○
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点 検 周 期

機器の種別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

⑤貯 油 槽 ①タンク､ 配管系統の油漏れの有無 ○

油ｻ-ビｽﾀﾝｸ ②油面指示計の良否の確認 ○

③換気状態、可燃物の有無 ○

④オイルストレーナーの点検、切替 ○

⑤ 〃 の清掃 ○

⑥ダンク内水分、フランジ堆積の有無 ○

⑦燃料（油）の入荷立合 ○

⑥送油、返油管 ①バルブの開閉状態の良否確認 ○

②油漏れの有無 ○

③配管支持架台等の損傷、ゆるみの有無 ○

⑦煙突及び煙道 ①損傷の有無 ○

②煙突下部の水溜の点検 ○

③灰塵の堆積有無点検 ○

⑧検 針 ①ボイラ燃料（油、ガス）使用料の検針 ○

②ボイラ給水量の検針 ○

③蒸気発生量の検針 ○

④環水量の検針 ○

⑤補給水量の検針 ○

２冷凍機設備 ①高温再生器圧力、温度、液面の良否 ○

①吸収式冷凍機 ②吸収器圧力、液面の良否 ○

③蒸気圧、制御弁開度の良否 ○

④冷媒液面、凝縮水温度の良否 ○

⑤冷水、冷却水出入口温度の良否 ○

⑥冷水一次、冷却水ポンプ運転状態良否 ○

⑦胴内の抽気操作 ○

⑧自動制御装置の機能点検、調整 ○

⑨保安機構の点検 ○

②冷却水ポンプ ①運転電流値圧力指示値の良否 ○

冷温水ポンプ ②電動機の異音、振動、過熱の有無 ○

③軸受油量、温度の良否、 ○

④異音、過熱の有無 ○
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点 検 周 期

機器の種別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

⑤カップリング芯出状態良否点検調整 ○

⑥グランドの水漏れ適否 ○

⑦動力制御盤の点検 ○

③熱 交 換 器 ①外観の異常有無点検 ○

冷 温 水 ②蒸気弁２方弁の作動良否 ○

ヘッダー等 ③設定温度、温水温度の適否 ○

④スチームラップの作動良否 ○

⑤ドレンの回収良否 ○

⑥配管弁類等の漏水の有無 ○

④冷 却 塔 ①送風機の運転電流値良否 ○

②槽内の汚れ、腐食の有無 ○

③補給水、ボールタップの作動良否 ○

④凍結防止ヒーター（冬期）作動良否 ○

⑤配管弁類の異常有無 ○

⑥散水状態、パイプの詰り有無 ○

⑦自動制御装置の作動良否 ○

⑧羽根車の破損、腐食の有無 ○

⑨充填材の破損、老化の有無 ○

⑤冷 却 水 ①薬液槽の残量、漏れ有無点検 ○

薬 注 装 置 ②注入ポンプ､ 注入管の漏れ有無点検 ○

③薬液の作成補充 ○

⑥蒸 気 管 ①配管支持金物の点検 ○

冷 温 水 管 ②伸縮継手、防振継手、フランジ部の点検 ○

冷 却 水 管 ③管、弁類の損傷、腐食の点検 ○

④蒸気トラップの作動良否点検 ○

⑤保温、防露、塗装の点検 ○

３空調機設備

①空 調 機 ①運転電流値の良否記録、水漏れ、異音の有無 ○

②フィルタ及び差圧の良否 ○

③電動機の異音、異常振動、過熱の有無 ○
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点 検 周 期

機器の種別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

④ファン軸受部の 〃 〃 ○

⑤ベルトの張り具合、摩耗、損傷の有無 ○

⑥コイル、フィン、ドレンパンの汚れ、発錆、

腐食の有無 ○

⑦フィルタ及び差圧検知管の汚れの有無 ○

⑧フィルタの巻取り状態点検 ○

⑨ダンパーの開度良否点検調整 ○

⑩自動制御機器の作動点検 ○

⑪動力盤の点検 ○

⑫ＣＯ２ 濃度計機能点検、フィルタ交換 ○

⑬ファン軸受グリスアップ整備 ○

②電気集塵機 ①集塵ユニット面の汚れの有無 ○

②電源部の機能点検 ○

③パッケ－ジ型 ①圧縮機ファンモーターの異音、振動、過熱の

空 調 機 有無 ○

②潤滑油、油量の良否 ○

③冷媒漏れの有無 ○

④ファンベルトの張り具合、損傷の有無 ○

⑤冷却コイル、フィルタの汚れ目詰まりの有無 ○

⑥高、低圧、油圧の良否 ○

⑦自動制御機器作動の良否 ○

⑧動力制御盤の点検 ○

④ファンコイル ①送風機の異音、振動、機能の点検 ○

ユニット ②冷温水コイルの汚れ点検 ○

③ドレンパン、ドレンパイプの点検清掃 ○

④フィルタの汚れ点検、交換洗浄整備 ○

⑤送 排 風 機 ①運転電流値の良否記録、外観の異常有無 ○

②電動機の異音、異常振動、過熱の有無 ○

③ファン軸受の異音、異常振動、過熱の有無 ○

④Ｖベルトの張り具合、摩耗、損傷の有無 ○

⑤ケーシング、キャンバス損傷の有無 ○

⑥ダンパー開度の良否、調整動力制御盤の点検 ○
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点 検 周 期

機器の種別 点 検 の 内 容 ３ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

⑦ファン受軸グリスアップ整備 ○

⑥給 気 口 ①外気取入口、排気口ルーバーの点検 ○

排 気 口 ②外気取入口、オートロールフィルタの汚れ、

差圧点検 ○

⑦ダ ク ト ①ＶＤ、ＦＶＤその他ダンパ－類の点検 ○

吹 出 口 ②ダクトの振動、吊金物の点検 ○

吸 込 口 ③ダクトの保温材、結露等の点検 ○

④吹出口の吹出し角度、風量、温度の測定調整 ○
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Ⅲ 給排水・衛生設備関係管理基準表

点 検 周 期

機 器 の 種 別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

①給水ポンプ ①電動機の異音、振動過熱の有無 ○

②軸受の異音、過熱の有無、油量の点検 ○

③グランド部の水漏れ、排水状態点検 ○

④カップリング芯出し状態点検、調整 ○

⑤動力制御盤の点検 ○

⑥軸受グリース油の補給 ○

②貯 湯 槽 ①外観の異常有無点検 ○

循環ポンプ ②蒸気２方弁の作動良否点検 ○

③設定温度、給湯温度の適否点検 ○

④循環ポンプの異音、振動、過熱、水漏れの有 ○

無

⑤スチームトラップ作動の良否､ ドレン回収の ○

良否

⑥配管、弁類の漏れの有無 ○

③湯 沸 器 ①蒸気、ガｽ漏れの有無 ○

（蒸気、電気、 ②本体、給水管の水漏れ ○

ガス） ③電磁弁の機能点検 ○

④設定温度、湯温度の適否点検調整 ○

⑤自動、給水装置の機能点検 ○

⑥給湯栓の良否点検 ○

⑦湯沸室の給水栓の良否 ○

④高 置 水 槽 ①槽内の汚水、堆積物の有無 ○

受 水 槽 ②総内外の発錆、損傷の有無 ○

上水高置水槽 ③基礎架台の損傷、ゆるみの有無 ○

膨 張 水 槽 ④配管継手、弁類等の水漏れ有無 ○

消火用水槽 ⑤点検口、取付附属品の異常有無 ○

消防用水槽 ⑥自動給水の機能点検 ○

⑦防虫網の発錆、損傷、取付の良否 ○

⑧満水、減水等の作動の良否 ○
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点 検 周 期

機 器 の 種 別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

⑤排 水 槽 ①槽内の沈積物、浮遊物の有無 ○

②衛生害虫等の発生状況点検 ○

③警報装置の作動点検 ○

④点検口、ふた等の損傷の有無 ○

⑤滅菌用薬液の投入 ○

⑥Ｐ３排液、滅菌及び排水 ○

⑥排水ポンプ ①運転電流値、圧力計指示値の良否 ○

②動力制御盤の表示灯、スイッチ類の良否 ○

③異音、異臭、振動の有無 ○

④排水管の水漏れ、バルブの開度良否 ○

⑤電動機の絶縁抵抗値の測定 ○

⑦給 水 管 ①亀裂、破損、取付のゆるみ点検 ○

排 水 管 ②接合部等よりの水漏れの有無 ○

給 湯 管 ③排水状態の点検 ○

返 湯 管 ④給水栓、給湯の水漏れ、水量の点検調整 ○

⑤附属品の機能点検 ○

⑧検 針 ①受入上水主量水器検針 ○

②負荷側給水、給湯、ガスメーターの検針 ○

③給水供給側の検針立合 ○

④ガス供給側の検針立合 ○

⑨上水水質検査 ①残留塩素測定 ○

⑩厨房ガス器具 ①グリスフィルタの取付け、汚れ具合点検 ○

②フードコーナー部の油滞り、油受の点検 ○

③器具廻りの汚れ具合点検 ○

④消火設備付近の障害物の有無 ○
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Ⅳ 昇降機設備・通信防災設備関係管理基準表

点 検 周 期

機 器 の 種 別 点 検 の 内 容 ２ ６ 都
時 日 週 月 か か

月 月 度

１昇降機設備 ①インターホン通話テスト ○

②各押しボタン機能点検 ○

③意匠部の汚損、損傷 ○

④走行時の異音、振動 ○

⑤セーフティシューの作動テスト ○

⑥ホール・カゴ内の球切交換 ○

⑦インジケーターランプの球切交換 ○

２スプリンク ①加圧ポンプ起動確認 ○

ラ－設備 ②バルブの洩れ開閉位置確認 ○

③呼水槽の水位減水警報の作動確認 ○

④制御弁の圧力指示値確認 ○

３排 煙 設 備 ①区画壁の損傷の有無 ○

②吸排煙口損傷の有無 ○

③操作箱、保護板の損傷有無 ○

④ダンパー点検 ○

４自 動 火 災 ①蓄電池の電圧確認 ○

報 知 設 備 ②スイッチ、表示灯の確認 ○

③押ボタン損傷の有無 ○

５誘導灯設備 ①変形、損傷の有無 ○

６消火器設備 ①定位置、標識の確認 ○

②変形、損傷の有無 ○

③薬剤洩れ有無 ○

④表示圧力計の適否 ○

７消防用水槽 ①消防車の接近障害物の有無 ○

②水量の適否確認 ○
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Ⅰ 電 気 設 備

機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

１．電 気 設 備 電気需給契約

契約種別 業務用季節別時間帯別電力

電気方式 交流 3相 3線式

電 圧 受電20KV．計量20KV

契約電力 2,000kw（H.23. 4. 1～以降）

2,100kw（H.22. 4. 1～H.23. 3.31）

2,000kw（H.13.10. 1～H.22. 3.31）

2,100kw（H. 9.12. 1～H.13. 9.30）

2,800kw（H. 5. 4. 1～H. 9.11.30)

2,000kw (H. 4. 9. 1～H. 5. 3.31)

1,400kw (H. 4. 6.25～H. 4. 8.31)

受変電設備

22KV ﾙ-プ受電 3φ 3,000KVA X 2

ガス絶縁Tr GIS X 2 ACB X 4

リレ－ X 50 SC低圧 150KVA X 8

2次Tr 400/210/105V MCCB X 21

3φ 150 X 2 200 X 1 500 X 1

1φ 150 X 1 200 X 4 500 X 3 計１２台

高低圧 65面

動力盤 51面 電灯盤28面 電力盤 138面

幹 線 165回路（一次） 二次幹線 417回路

２．自 家 用 発 電 設 備 内燃力発電装置 ２台

1,270PSデｨ-ゼﾙ機関 1,500rpm 特Ａ重油

1,000KVA交流発電機 電圧 415/240V

発電機盤 ２面

自動始動盤 ２面

自動同期盤 １面

補 機 盤 １面

圧縮空気発生装置 300ﾘｯﾄﾙ空気タンク ４基

3.7kw空気圧縮機 ２台

冷却水供給装置 2,000ﾘｯﾄﾙ冷却水槽 １基

2.2kw冷却水ポンプ ２台

冷却水冷却装置 60R/T冷却塔 (ﾌｧﾝ1.5kw) １基

15kw 冷却塔揚水ポンプ ２台

燃料供給装置 500ﾘｯﾄﾙ燃料小出槽 １基

1.5kw燃料移送ポンプ ２台

2.2kw燃料返油ポンプ ２台
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機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

３．直 流 電 源 装 置 全自動サイリスタ整流器 50A

蓄電池AMH 80PEアルカリシ－ル形 86セル

４．交流無停電電源装置 1φ定格、60KVA 空冷 蓄電池 HS-400E 108セル

400AH

５．中 央 監 視 装 置 中央処理装置 X 4

ｶﾗ-デｨｽプﾚｲ X 6 声音ﾒｯｾ-ジ X 3

DVD X 7 HD X 12

印字記録 X 2 ﾛ-ｶﾙｽﾃ-ｼｮﾝ X 6

防災設備 X 1

制御点数：操作 391 状況表示 291 故障表示 1601

計測 551 計量 122 計 2,956Ｐ

６．入 退 出 管 理 設 備 ｼｽﾃﾑ 3系統（RI系、動物系、P3･ﾌﾘ-ザ-系）

その他系統（正面玄関、図書室、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室、その他出

入口）

ドｱｲﾝﾀ-ﾛｯｸ 制御（P3系）

管理人員 2,000名

磁気ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ（正面玄関、図書室、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

室、その他出入口）

７．非 常 照 明 設 備 蓄電池 HS-600E 54セル

全自動サイリスタ－整流器

電池内蔵型誘導灯

別置型非常照明白灯

８．照 明 設 備 照明灯（蛍光灯） ５, ４００灯

非常用白熱灯 １，３７０灯

避難誘導灯 ２９９灯

外 灯 HF 200w X 1 １６灯

〃 HF 200w X 2 ３灯

〃 HF 100w X 4 ２灯

〃 HF 100w X 1 ５灯

庭園灯 FDL 18w X 1 １５灯

〃 FDL 13w X 1 ９灯
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Ⅱ 空 気 調 和 設 備

機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

１．直焚吸収冷温水機 直焚吸収冷温水発生機

冷凍能力 1,758kw

加熱能力 1,551kw ３台

２．冷 却 塔 超低騒音角形対向流形

冷却能力 3,262kw ３台

送風機容量 3相 X400V X5.5kw １２台

冷却能力 390,000kcal/h １台

送風機容量 3相 X400V X2.2kw １台

３．ボ イ ラ 鋼製 小型貫流形

定格出力 627kw 伝熱面積 9.56m２

最高使用圧力 0.98MPa 使用圧力 0.7MPa

燃 料 都市ガス 13A 58.5Nm３/h ・

Ａ重油 1種 1号 64.7 kg/h ３台

鋼製 多管式小型貫流形

熱出力 1,078,000kcal/h 伝熱面積 9.73㎡

最高使用圧力 0.98MPa 使用圧力 0.8MPa

燃 料 都市ガス 13A 113.4Nm３/h ・

Ａ重油 1種 1号 124.4 L/h ２台

４. クリーン蒸気発生機 蒸気熱交換型発生機

発生能力、圧力 2.5kg/cm２ 蒸気量550kg/h

最高使用圧力 6.5kg/cm２

電源容量 3相 X400V X1.5kw １台

５. 熱 交 換 器 プﾚ-ﾄ型熱交換器

交換熱量 1,616kw

最高使用圧力 5kg/cm２ 電熱面積 26m２ １台

６．各 種 ヘ ッ ダ ー 冷水ﾍｯダ- 管径 400φ X管長L2650 ～5350 ６台

温水ﾍｯダ- 管径 400φ X管長L3350 ～5350 ６台

蒸気ﾍｯダ- 管径 300φ X管長L2350 ～3550 ３台
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機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

７．チ ラ ー 空気熱源ヒートポンプユニット ２台

冷凍能力 355kw

加熱能力 425kw

８．各 種 タ ン ク 膨張ﾀﾝｸ ２台

容量750ﾘｯﾄﾙ 寸法（幅900mmX奥行900mmX高さ1,000mm)

還水ﾀﾝｸ ２台

容量6,000ﾘｯﾄﾙ 寸法（2,000X2,000X2,000)

冷温水発生機用ｵｲﾙｻ-ビｽﾀﾝｸ １台

容量650ﾘｯﾄﾙ 寸法（900X900X900)

蒸気ボｲﾗ-用ｵｲﾙｻ-ビｽﾀﾝｸ １台

容量450ﾘｯﾄﾙ 寸法(800X800X800)

地下式ｵｲﾙﾀﾝｸ ２台

容量30,000ﾘｯﾄﾙ 寸法 (2,200 φΧ9,100L)

９．軟 水 器 ボイラ給水用 １台

樹脂量 150ﾘｯﾄﾙ 通水量 9m３

ｸﾘ-ﾝ蒸気発生器給水用 ２台

樹脂量 18ﾘｯﾄﾙ 通水量 4m３

10．渦 巻 ポ ン プ

冷却水ポンプ 口径200mm 水量8,500ﾘｯﾄﾙ/min 揚程28mAq ４台

冷温水 〃 口径200mm 水量5,030ﾘｯﾄﾙ/min 揚程15mAq ４台

〃 〃 口径 80mm 水量1,220ﾘｯﾄﾙ/min 揚程22mAq ４台

冷水 〃 口径200mm 水量6,050ﾘｯﾄﾙ/min 揚程35mAq ２台

〃 〃 口径150mm 水量3,540ﾘｯﾄﾙ/min 揚程34mAq ３台

温水 〃 口径150mm 水量4,440ﾘｯﾄﾙ/min 揚程35mAq ２台

〃 〃 口径125mm 水量2,330ﾘｯﾄﾙ/min 揚程34mAq ２台

〃 〃 口径125mm 水量2,330ﾘｯﾄﾙ/min 揚程15mAq ２台

計２３台

11．歯 車 ポ ン プ 口径25mm 油量40ﾘｯﾄﾙ/min ４台

（給油・返油ポンプ） 口径20mm 油量20ﾘｯﾄﾙ/min ４台

口径10mm 油量 6ﾘｯﾄﾙ/min ２台
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機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

12．排 ガ ス 清 浄 装 置 容 量 1,800ﾘｯﾄﾙ 寸法 1,900φX5,600 材質 FRP

ポンプ 電動機 3相 X400V X2.2kw

水量 600ﾘｯﾄﾙ/min 揚程 7mAq １台

13．ボｲﾗｰ薬液注入装置 最大注入量 28mL/min

最大吐出注入圧力 1.5MPa

薬液タンク量 100ﾘｯﾄﾙ ３台

最大吐出量 30mL/min

最高吐出圧力 1.0MPa

薬液タンク量 100ﾘｯﾄﾙ ２台

14．ユニット型空調機 系 統 機器形式 台数

（運転時間 9～24時間） ＲＩ実験室系統 立 型 ２台

〃 横 型 ５台

実 験 室 系 統 横 型 ６台

研 究 室 系 統 横 型 ８台

動物管理室系統 立型二段積 １台

栄研実験室系統 立 型 ２台

〃 横 型 ３台

栄研ＲＩ実験室系統 横 型 １台

栄研ｸﾘ-ﾝﾙ-ﾑ 系統 横 型 １台

会 議 室 系 統 横 型 １台

研究室・事務室系統 横 型 ２台

食堂・厨房系統 横 型 １台

計 計 ３３台

15．ユニット型空調機 系 統 機器形式 台数

（運転時間24時間） Ｐ３実験室系統 立型二段式 １台

動 物 室 系 統 立型二段式 ５台

高度器機室系統 立 型 １台

共用実験室系統 立 型 １台

実 験 室 系 統 横 型 １台

計 ９台
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機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

16．ﾌ ｧ ﾝ ｺ ｲ ﾙ ﾕ ﾆ ｯ ﾄ 機器形式 台数

床置露出型 ４９台

天井隠蔽型 ３０台

天井隠蔽（ﾌｨﾙﾀ組込） ３９台

天井ｶｾｯﾄ型 １５１台

天井ｶｾｯﾄ（ﾌｨﾙﾀ組込） ２１９台

ﾛ-ボｲ隠蔽型 ６台

天井露出型 ３３台

大型床置型 ６台

計 ５３３台

17．空冷パｯｹ-ジ 型空調機 器機名称 機器型式 設置形式 台数

CVCF室パｯｹ-ジ(室外機) 冷房専用形 床置形 ２台

電算室用パｯｹ-ジ(室外機) ﾋ-ﾄポﾝプ形 床置形 １台

電算室室内機 天吊ｶｾｯﾄ形 ３台

交換機室室内機 天吊ｶｾｯﾄ形 １台

休憩室室内機 天吊ｶｾｯﾄ形 １台

昆虫医科学部実験室ﾊﾟｯｹｰｼﾞ １台

B3FCP室 ２台

B3FRI室 １台

B3F特別高圧受電室 ２台

B2F低圧変電室 ２台

防災ｾﾝﾀｰ配電盤室 １台

B1F49号室 ３台

管理棟3F ７台

2F共用第２会議室 １台

計２８台

18．再 熱 器 系 統 名 称 処理風量‰/h 台数

B3F ＲⅠ実験室 23,120 ９台

B3F Ｐ３実験室 22,990 ９台

B3F Ｐ３実験室 14,820 ９台

B3F 高度機器室 3,200 ５台

B2F 一般動物室 18,430 ５台

B2F 大型動物室 9,060 ７台

B2F 検疫動物室 11,440 ５台

B2F 栄研動物室 10,680 ６台

B2F 感染研共同実験室 2,670 １台

B1F 栄研ＲⅠ実験室 7,260 ５台

1F 栄研運動室 8,700 ２台

4F 実 験 室 3,670 ７台

計 ７０台
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機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

19．遠心小型ダｸﾄ 送風機 電動機容量(kw) 台数

（24時間系統送風機） 18.5 ～ 15.0 ５台

11.0 ～ 7.5 ７台

5.5 ～ 3.7 ２２台

2.2 ～ 1.5 １７台

0.75～ 0.72 １０台

0.4 ～ 0.14 １４台

計 ７５台

20．遠心小型ダｸﾄ 送風機 電動機容量(kw) 台数

（ 9時間系統送風機） 30.0 ～ 22.0 ３台

11.0 ～ 7.5 ３台

3.7 ～ 2.2 ７台

1.5 ～ 0.72 １７台

0.40～ 0.061 ３９台

計 ６８台

21．換 気 扇 機 器 名 称 羽根径 風 量

（24時間運転） B1 EV機械室給・排気 400φ 1,510m３/h ２台

4F EV機械室給・排気 400φ 2,000m３/h ２台

4F 機械室給・排気 400φ 3,100m３/h ２台

5F 機械室給・排気 400φ 1,100m３/h ２台

5F EV機械室給・排気 450φ 2,600m３/h ４台

5F 倉庫排気 300φ 400m３/h １台

計 １３台

22．排 煙 機 型 式 ﾘﾐｯﾄﾛ-ド 形 番 #5Ñ・#5・#4

電動機容量 18.5kwx1･ 15.0kwx2･ 5.5kwx1 ４台

23．遠 赤 外 線 暖 房 機 電動機（電圧・電力）

天井埋込型 1 相 100V 110w 40w ４台

床据置型 1 相 100V 110w 40w １台

24．ポ ン プ 壁取付型真空ポンプ

（遠 赤 外 線 用） 風量 530m３/h 1 相 100V 250w ５台

25．全熱交換形換気扇 形式 処理風量 台数

天井ｶｾｯﾄ形 60～ 90m３/h １６台

天井隠蔽形 210～ 600m３/h １８台

プレフィルタ－洗浄取替 ３４枚
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機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

26．空 気 清 浄 装 置 形 式 処理風量m３/h 台数

（ｴｱ-ﾌｨﾙﾀ-ﾕﾆｯﾄ) ダ ク ト 接 続 型 1,400 ～8,760 １６台

ＲⅠ対応密封交換型 2,920 ～3,200 ２６台

Ｐ３対応密封交換型 1,800 ～2,830 １３台

RIP3対応密封交換型 3,640 ～3,900 １台

27．フ ィ ル タ － プ レ フ ィ ル タ ー ２１枚

ＨＥＰＡフィルター ３１枚

Ｎ系脱臭フィルター １６４枚

Ｓ系脱臭フィルター １８０枚

28．ﾌｧﾝｺｲﾙﾌｨﾙﾀ- 洗浄 プレフィルタ－洗浄取替 ４１８枚

中性能ﾌｨﾙﾀ- 取替 ４０７個

29．フ ィ ル タ － 交 換 動物管理区域内空調機用ＨＥＰＡﾌｨﾙﾀ- 交換 ４台

30．イ ン バ － タ － インバ－タ－制御装置点検調整 ８８台

31．ｽ ｸ ﾛ - ﾙ ダ ﾝ パ 装 置 スクロ－ルダンパ装置点検設備

32．ｴｱ-ﾌｨﾙﾀ-洗浄交換 エア－フィルタ－洗浄交換 １０枚

33．吹出、吸込器具清掃 設置場所 吹出口 還気口 排気口

B2F 空調換気 １９３ ２７ １９４

B1F 空調換気 ２９６ ７４ １８３

1 F 空調換気 １７０ ５１ １０５

2 F 空調換気 １２３ ２２ ７７

3 F 空調換気 ９１ ２０ ３０

4 F 空調換気 ５８ １１ ３０

5 F 空調換気 ３１ ５ ２３

ＲＩ換気 ３ － ３

Ｎ棟空調換気 ９３ ４２ １５

計 １，０５８ ２５２ ６６０

合 計 １，９７０

34．変 風 量 装 置 風量調節箇所 １７４室

風量調節器 ２４ケ
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Ⅲ 空調自動制御設備

機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

１．２４時間系統熱源 ＴＥＷ１ 温度検出器 １７
ＴＥＷ２ 〃 ２
Ｐ１ 圧力スイッチ ３
ＰＥ１ 圧力発信器 ２
ＦＭ 電磁流量計 ８
ＥＤ 感震器 １
ＴＩＣ１ 温度指示調節器 ６
ＴＩＣ２ 〃 １
ＰＩＣ１ 圧力指示調節器 ２
ＳＷ２ 切換スイッチ ３
Ａ／Ｄ ｱﾅﾛグ入力変換器 ８
Ｐｔ／Ｄ Pt入力変換器 １６
Ｒ 補助リレ－ ２１
ＡＴ１ トランス ２
ＤＣ１ DC24V 電源 ２
ＴＭ１．２ タイマ－ １０
ＬＣ２ 電極リレ－ ２
Ｖ２Ｈ ２方弁 ２
ＢＶ１ 電動バﾀﾌﾗｲ 弁 ３

２．９ 時 間 系 統 熱 源 ＴＥＷ１ 温度検出器 ３０
ｄＰＥ 差圧発信器 ２
ＦＭ 電磁流量計 １０
ｄＰＩＣ１ 差圧指示調節計 ２
ＲＵ リレ－ユニット １
Ａ／Ｄ ｱﾅﾛグ入力変換器 １０
Ｐｔ／Ｄ Pt入力変換器 ２０
ＡＴ１ トランス ２
ＤＣ２ DC12V 電源 １
ＭＢＶ２ ｱｸｼｮﾈ-ﾀ-バﾙブ ２

３．冷 却 水 制 御 ＴＷ１ 温度調節器 ５
（3ｾｯﾄ) ＴＥＷ１ 〃 １

ＴＩＣ１ 温度指示調節計 １
Ｒ 補助リレ－ ３
ＬＣ１ 電極リレ－ １
MRFI.V2 電動弁 １
ＢＶ２ 電動バﾀﾌﾗｲ 弁 １

４．煤 煙 濃 度 指 示 ＳＭ 煤煙濃度指示計 １
(6ﾛｯﾄ)

５．ボ イ ラ 台 数 制 御 Ｐ１ 圧力スイッチ ４
（1ｾｯﾄ) ＤＥ１ 圧力発信器 １

ＣＳＳ１ ボｲﾗ-台数制御ﾘﾚ- １
ＳＷ１．２ 切換スイッチ ２
Ｒ 補助リレ－ １
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １

６．オ イ ル 廻 り 制 御 ＯＬ１ ｵｲﾙﾀﾝｸ油面計 ４
（1ｾｯﾄ) ＳＶＯ オイル電磁弁 ３

ＢＶＯ ｵｲﾙ 電動バﾀﾌﾗｲ 弁 ４
Ｒ 補助リレ－ ４
ＳＷ１ 切替スイッチ １
ＴＭ１ タイマ－ １
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機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

７．ﾎ ｯ ﾄ ｳ ｪ ﾙ ﾀ ﾝ ｸ 制 御 ＳＶ 水用電磁弁 ２
ＷＬＣ 液面調節器 ２
Ｒ 補助リレ－ ５
ＳＷ１ 切替スイッチ １

８．空調用膨張タンク ＭＲＥ１Ｖ２ 電動弁 １
（2ｾｯﾄ) ＬＣ１ 電極 １

ＬＦ５Ｐ 電極リレ－ １
ＡＴ１ トランス １

９．２４時間 ＴＥＤ１ 温度検出器 １
空調機制御－1 ＤＴＥ１ 露点温度発信器 １

ｄＰＳ 差圧スイッチ ２
ｄＰＥ２ 微差圧発信器 １
ｄＰＩＣ３ 微差圧指示調節器 １
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
Ｒ／Ｂ レシオバイアス ２
Ｒ 補助リレ－ ５
ＡＴ１ トランス ５
ＤＣ１ ＤＣ２４Ｖ電源 １
ＭＥ１Ｖ２Ｄ 電動弁 ４
ＴＭ１．２ タイマ－ ３

10．２４時間 ＴＥＤ１ 温度検出器 １
空調機制御－2 ＤＴＥ１ 露点温度発信器 １
（4ｾｯﾄ) ｄＰＥ 差圧スイッチ ４

ｄＰＥ３ 微差圧発信器 １
ｄＰＩＣ１ 差圧指示調節器 １
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
Ｒ／Ｂ レシオバイアス ２
Ｒ 補助リレ－ ５
ＡＴ１．２ トランス ５
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
ＴＭ１．２ タイマ－ ３
ＭＲＥ１Ｖ１ 電動弁 ３
ＭＲＥ１Ｄ 電動ダンパ １

11．２４時間 ＴＥＤ１ 温度検出器 １
空調機制御－3 ＤＴＥ１ 露点温度発信器 １

Ｒ 補助リレ－ ３
ＡＴ１．２ トランス ４
ＴＭ１ タイマ－ １
ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 ３
ＭＲＥ１Ｄ 電動ダンパ １

12．２４時間 ＴＥＤ１ 温度検出器 １
空調機制御－4 ＤＴＥ１ 露点温度発信器 １

ｄＰＥ２ 微差圧発信器 １
１／Ｒ１ 開平演算器 １
Ｒ リレ－ ４
ＡＴ１．２ トランス ４
ＤＣ１ ＤＣ２４Ｖ電源 １
ＴＭ１ タイマ－ １
ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 ３
ＭＲＥ１Ｄ 電動ダンパ １

13．２４時間 ＴＨＥ１ 温湿度発信器 １
空調機制御－5 ｄＰＥ２ 微差圧発信器 １

ｄＰＩＣ２ 〃 調節器 １
１／Ｒ１ 開平演算器 １
Ｒ 補助リレ－信器 ３
ＡＴ１．２ トランス ４
ＤＣ１．２ ＤＣ電源 ２
ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 ２
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ＭＲＥ１Ｖ２ 〃 １
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ １

14．２４時間 ＴＥＤ１ 温度検出器 １
空調機制御－6 ＤＴＥ１ 露点温度発信器 １

ｄＰＩＣ２ 微差圧指示調節計 １
ｄＰＥ２ 微差圧発信器 １
Ｉ／ＲＩ アイソレ－タ－ １
ＭＲＥ１Ｄ 電動ダンパ １
ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 ２
ＭＲＥ１Ｖ２ 〃 １
ＡＴ１．２ トランス ５
Ｒ 補助リレ－ ４
ＤＣ１ ＤＣ２４Ｖ電源 １
ＴＭ２ タイマ－ １

15．２４時間 ｄＰＳ 差圧スイッチ １
空調機制御－7 ＭＥ１Ｄ 電動弁 １

ＭＥ１Ｖ２ 〃 ２
ＭＲＥ１Ｖ２ 電動ダンパ １
ＡＴ１．２ トランス ４
ＴＨＥ 温度発振器 １
ＤＣ２ ＤＣ１２Ｖ電源 １
Ｒ 補助リレ－ ２

16．９時間 ｄＰＥ 差圧発信器 １
空調機制御－1 ｄＰＥ２ 微差圧発信器 １

ｄＰＩＣ１ 差圧指示調節計 １
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
Ｒ／Ｂ レシオバイアス ２
ＴＥＤ１ 温度検出器 １
ＤＴＥ１ 露点温度検出器 １
ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 ２
ＭＲ１Ｖ２ 〃 １
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ １
ＭＴ３ タイマ－ ３
Ｒ 補助リレ－ ７
ＡＴ１．２ トランス ３
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １

17．９時間 ｄＰＳ 差圧スイッチ １
空調機制御－2 ｄＰＥ２ 微差圧発信器 １
（6ｾｯﾄ) ｄＰＩＣ２ 微差圧指示調節器 １

Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
１／Ｒ１ 開平演算器 １
ＴＨＥ 温湿度発信器 １
Ｒ 補助リレ－ ６
ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 ２
ＭＲＥ１Ｖ２ 〃 １
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ ２
ＴＭ タイマ－ ２
ＤＣ１．２ ＤＣ４２ １２Ｖ電源 ２

18．９時間 ｄＰＥ２ 微差圧発信器 １
空調機制御－3 ｄＰＩＣ３ 微差圧指示調節計 １

Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
Ｒ／Ｂ レシオバイアス １
ＴＥＤ１ 温度検出器 １
ＤＴＥ１ 露点温度発信器 １
ｄＰＳ 差圧スイッチ １
ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 ２
ＭＲＥ１Ｖ２ 〃 １
ＨＥ１Ｄ 電動ダンパ １
ＡＴ１．２ トランス ４
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ＭＴ１．２ タイマ－ ３
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
Ｒ 補助リレ－ ６

19．９時間 ｄＰＥ２ 微差圧発信器 １
空調機制御－4 ｄＰＩＣ２ 微差圧指示調節器 １
(11ｾｯﾄ) １／Ｒ１ 開平演算器 １

ＴＥＤ１ 温度検出器 １
ＤＴＥ１ 露点温度検出器 １
ＨＥ１Ｖ２ 電動弁 １
ＨＲＥ１Ｖ２ 〃 １
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ １
ＡＴ１ トランス ４
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
ＴＭ２ タイマ－ １
Ｒ 補助リレ－ ４

20．９時間 ＴＥＤ１ 温度検出器 １
空調機制御－5 ＤＴＥ１ 露点温度発信器 １
(11ｾｯﾄ) ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 １

ＭＲＥ１Ｖ２ 〃 １
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ １
ＡＴ１．２ トランス ４
ＴＭ１ タイマ－ １
Ｒ 補助リレ－ ２

21．９時間 ＭＲＥ１Ｖ２ 電動弁 １
空調機制御－6 ＭＥ１Ｖ２ 〃 １
(1ｾｯﾄ) ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ １

ＴＨＥ 温湿度発信器 １
ＤＣ２ ＤＣ１２Ｖ電源 １
ＡＴ１．２ トランス ３
Ｒ 補助リレ－ ３

22．９時間 ＦＰＣ ｲﾝバ-ﾀ-ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- ２
空調機制御－7 Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １

Ｒ／Ｂ レシオバイアス ２
ＲＣ ハイセレクタ－ １
ＣＯ２ ＣＯ２濃度発信器 ３
ＴＥ１ 温度検出器 ５
ＴＥＤ１ 〃 ２
ＤＴＥ１ 露点温度発信器 ２
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ ３
ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 １
ＭＲＥ１Ｖ２ 〃 １
ＭＲ タイマ－ １
Ａ１ トランス ８
Ｒ 補助リレ－ ３

23．AC-05-2 ＦＰＣ ｲﾝバ-ﾀ-ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- ３
空調機 Ｒ／Ｂ レシオバイアス ５
給排気廻り制御 ｄＰＥ 微差圧発信器 １

ｄＰＩＣ２ 微差圧指示調節計 １
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ １
ＴＭ１ タイマ－ １
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
ＡＴ１ トランス １
Ｒ 補助リレ－ １

24．ＢＨ制御－1 Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
ＴＩＣ５ 温度指示調節計 １
ＩＲ ﾓ-ﾀ-ドﾗｲバ- １
ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 １
ＴＥ１ 温度検出器 １
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ＨＥ１ 湿度発信器 １
ＤＣ２ ＤＣ１２Ｖ電源 １
ＡＴ１ トランス １
Ｒ 補助リレ－ １
ＳＷ１ 切換スイッチ １

25．ＢＨ制御－2 ＴＩＣ４ 温度指示調節計 １
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 １
ＴＥ１ 温度検出器 ３
ＡＴ１ トランス １
Ｒ 補助リレ－ ３

26．ＢＨ制御－3 ＢＡＶ２ 電動ボ－ル弁 １
Ｔ１ 温度調節器 １

27．ＢＨ制御－4 ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 ３
ＴＥ１ 温度検出器 ３
ＨＥ１ 湿度発信器 ３
ＤＣ２ ＤＣ１２Ｖ電源 ３
ＡＴ１ トランス ３

28．ＢＨ制御－5 ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 ２
ＴＥ１ 温度検出器 ２
ＡＴ１ トランス ２

29．ＢＨ制御－6 ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 ３
ＴＥ１ 温度検出器 ６
ＨＥ１ 湿度発信器 ２
ＤＣ２ ＤＣ１２Ｖ電源 ２
ＡＴ１ トランス ３

30．ＢＨ制御－7 ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 １
ＴＩＣ４ 温度指示調節器 １
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
ＴＨＥ 温湿度発信器 １
ＤＣ２ ＤＣ１２Ｖ電源 １
ＡＴ１ トランス １
Ｒ 補助リレ－ １

31．ＢＨ制御－8 ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 １
ＴＩＣ４ 温度指示調節計 ２
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ ２
ＴＨＥ 温湿度発信器 ２
ＤＣ２ ＤＣ１２Ｖ電源 ２
ＡＴ１ トランス １
Ｒ 補助リレ－ ２

32．ＢＨ制御－9 ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 １
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ ３
ＴＩＣ４ 温度指示調節計 ３
ＴＨＥ 温湿度発信器 ３
ＤＣ２ ＤＣ１２Ｖ電源 ３
ＡＴ１ トランス １
Ｒ 補助リレ－ ４

33．ＢＨ制御－10 ＭＥ１Ｖ２ 電動弁 １
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ ４
ＴＩＣ４ 温度指示調節計 ４
ＴＨＥ 温湿度発信器 ４
ＤＣ２ ＤＣ１２Ｖ電源 ４
ＡＴ１ トランス １
Ｒ 補助リレ－ １
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34．室内陰圧制御－1 ｄＰＥ３ 微差圧発信器 １
ｄＰＩＣ３ 〃 調節器 １
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
ＴＭ１ タイマ－ ２
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
Ｒ 補助リレ－ １

35．室内陰圧制御－2 ｄＰＥ３ 微差圧発信器 １
ｄＰＩＣ２ 〃 調節器 １
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ １
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
ＴＭ１ タイマ－ ２
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
Ｒ 補助リレ－ １

36．室内陰圧制御－3 ｄＰＥ３ 微差圧発信器 １
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
ＭＳ モニタ－スイッチ １
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
ＴＭ１ タイマ－ ２
Ｒ 補助リレ－ １

37．還気ファン制御 ＦＰＣ ｲﾝバ-ﾀ-ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- １
（3ｾｯﾄ) Ｒ／Ｂ レシオバイアス ２

38．還気ファン ｄＰＩＣ２ 微差圧発信器 １
廻り制御－1 ｄＰＥ２ 微差圧調節器 １

（4ｾｯﾄ) Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
ＦＰＣ ｲﾝバ-ﾀ-ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- １
Ｒ／Ｂ レシオバイアス ２
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
ＴＭ１ タイマ－ ２
ＡＴ１ トランス １
Ｒ 補助リレ－ ３
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ １

39．還気ファン ｄＰＩＣ２ 微差圧発信器 １
廻り制御－2 ｄＰＥ２ 微差圧調節器 １

（6ｾｯﾄ) Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １
ＦＰＣ ｲﾝバ-ﾀ-ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- １
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ １
Ｒ／Ｂ レシオバイアス ２
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
ＡＴ１ トランス １
Ｒ 補助リレ－ ３
ＴＭ１ タイマ－ ２

40．感染研西側洗浄 ＦＰＣ ｲﾝバ-ﾀ-ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- １
排気ﾌｧﾝ 制御（1ｾｯﾄ) Ｒ／Ｂ レシオバイアス １

41．西側便所排気 ＦＰＣ ｲﾝバ-ﾀ-ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- １
排気ﾌｧﾝ 制御（1ｾｯﾄ) Ｒ／Ｂ レシオバイアス １

42．排気ファン制御 ｄＰＥ２ 微差圧発信器 １
（2ｾｯﾄ) Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １

ＦＰＣ ｲﾝバ-ﾀ-ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- １
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ １
Ｒ／Ｂ レシオバイアス １
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
ＴＭ１ タイマ－ ２
Ｒ 補助リレ－ １
ＭＳ モニタ－スイッチ １
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43．栄研実験排気 ｄＰＩＣ２ 微差圧調節器 １
ファン廻り制御 ｄＰＥ２ 微差圧発信器 １
（1ｾｯﾄ) Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ １

Ｒ／Ｂ レシオバイアス １
ＭＥ１Ｄ 電動ダンパ 源 １
ＦＰＣ ｲﾝバ-ﾀ-ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- １
ＤＣ１ ＤＣ４２Ｖ電源 １
ＡＴ１ トランス １
Ｒ 補助リレ－ ２

44．感染研東側洗浄室 ＦＰＣ ｲﾝバ-ﾀ-ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- １
排気ファン制御 Ｒ／Ｂ レシオバイアス １
(1ｾｯﾄ)

45．ドﾗﾌﾄﾁｬﾝバ- 制御 Ｒ 補助リレ－ ３
－1 (10ｾｯﾄ)

46．ドﾗﾌﾄﾁｬﾝバ- 制御 Ｍ３Ｄ モ－タ－ダンパ １
－2 (2ｾｯﾄ) ＡＴ１ トランス １

Ｒ リレ－ ３

47．ドﾗﾌﾄﾁｬﾝバ- 制御 Ｍ３Ｄ モ－タ－ダンパ １
－3 (1ｾｯﾄ) ＡＴ１ トランス １

Ｒ リレ－ ３

48．ドﾗﾌﾄﾁｬﾝバ- 制御 Ｍ３Ｄ モ－タ－ダンパ １
－4 (1ｾｯﾄ) ＡＴ１ トランス １

Ｒ リレ－ ５

49．ドﾗﾌﾄﾁｬﾝバ- 制御 Ｍ３Ｄ モ－タ－ダンパ １
－5 (9ｾｯﾄ) ＡＴ１ トランス １

Ｒ リレ－ ４

50．ｵ-ﾄｸﾚ-ブ 排気制御 ＭＥ１Ｄ モ－タ－ダンパ ２
(12ｾｯﾄ) ＡＴ１．２ トランス ２

Ｒ リレ－ １

51．食堂厨房ＭＤ切替 ＭＥ１Ｄ モ－タ－ダンパ ３
(1ｾｯﾄ) ＡＴ１ トランス ３

Ｒ リレ－ １

52．ﾎﾙﾏﾘﾝ 排気制御 ＭＥ１Ｄ モ－タ－ダンパ １
－1 （7ｾｯﾄ) ＡＴ１ トランス １

53．ﾎﾙﾏﾘﾝ 排気制御 ＭＥ１Ｄ モ－タ－ダンパ
－2 （9ｾｯﾄ) ＡＴ１ トランス

54．CAV 運動制御 Ｒ リレ－ １３

55．CAV 運動制御－1 Ｒ リレ－ １２

56．CAV 運動制御－2 Ｒ リレ－ ６

57．CAV 運動制御－3 Ｒ リレ－ ２６

58．CAV 運動制御－4 Ｒ リレ－ ２８

59．CAV 運動制御－5 Ｒ リレ－ ７

60．CAV 運動制御－6 Ｒ リレ－ ２０

61．CAV 運動制御－7 Ｒ リレ－ １６

62．CAV 運動制御－8 Ｒ リレ－ ８

63．CAV 運動制御－9 Ｒ リレ－ ２
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64．ﾌｨﾙﾀ- 目詰り警報 ｄＰＳ 差圧スイッチ ４５
(45ｾｯﾄ) Ｒ リレ－ ４５

65．ﾌｧﾝｺｲﾙ制御－1 ＢＡＶ２ 電動ボ－ル弁 １
(137ｾｯﾄ) Ｔ１ 温度調節器 １

66．ﾌｧﾝｺｲﾙ制御－2 ＢＡＶ 電動ボ－ル弁 ３３２
(94ｾｯﾄ) Ｔ１ 温度調節器 ９４

Ｒ リレ－ １８８

67．ﾌｧﾝｺｲﾙ制御－3 ＢＡＶ２ 電動ボ－ル弁 ２
(2ｾｯﾄ) Ｔ１ 温度調節器 １

Ｒ リレ－ ４

68．ﾌｧﾝｺｲﾙ制御運動バﾙブ ＢＡＶ２ 電動ボ－ル弁 １
(21ｾｯﾄ) Ｒ リレ－ １

69．給排気ﾌｧﾝ 発停－1 Ｔ５ 温度調節器 １

70．給排気ﾌｧﾝ 発停－2 Ｔ５ 温度調節器 １

71．給排気ﾌｧﾝ 発停－3 Ｔ５ 温度調節器 １

72．給排気ﾌｧﾝ 回転数 ＱＭ 遠隔設定器 ４
制御 (2ｾｯﾄ) POT/1 ポﾃﾝｼｮﾝﾒ-ﾀ-電流変換器 ４

Ｒ リレ－ ３

73．人工気候室 ＨＥ１Ｖ２ モ－タ－ダンバ １
給気ＭＤ制御 ＡＴ１ トランス １

(1ｾｯﾄ) Ｒ リレ－ １

74．2F運動実験室系統 ＴＩＣ４ 微差圧発信器 １
外気処理 Ｉ／Ｉ アイソレ－タ－ ２

(2ｾｯﾄ) ＩＲ モ－タ－ドライバ－ １
ＭＥ１Ｖ２ モ－タ－バルブ １
ＭＥ１Ｄ モ－タ－ダンパ １
ＴＥＷ２ 温度検出器 １
ＡＴ１ トランス １
Ｒ リレ－ ３

75．パｯｹ-ジ 廻り ＬＣ１ 電 極 １
(4ｾｯﾄ) 漏水警報 ＷＹ 漏水検知器 １

76．温湿度計測 ＴＥ１ 温度検知器 ２
(1ｾｯﾄ) ＴＨＥＤ 温湿度発信器 １

ＤＣ２ ＤＣ１２Ｖ電源 １

77．特高受電室 ＱＭ 遠隔設定器 ４
発電機室 POT/1 ポﾃﾝｼｮﾝﾒ-ﾀ-電流変換器 ２
給排気制御 Ｍ３Ｄ モ－タ－ダンパ ４

ＡＴ１ トランス ４
Ｒ リレ－ ５

78．給排気緊急 ＳＶ 電磁弁 ２２
(1ｾｯﾄ) 遮断制御 Ｒ リレ－ ２

79．低圧ガス ＳＶ 遮断弁 ６
(1ｾｯﾄ) 遮断制御 Ｒ リレ－ ２

80．衛生関係 貯湯槽温度 ２
温度計測 プ－ル往還温度 ２
計量及び 給水メ－タ－ １１
ガス漏れ警報 ガスメ－タ－ １１
(1ｾｯﾄ) 給湯流量計（往） ３

〃 ３
ガス漏れ警報 ２
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Ⅳ 給 排 水 設 備

機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

1．上水受水槽設備 FRP､パﾈﾙﾀﾝｸ 10m X3.5m X3.5m 100‰ ２槽

2．上水高置水槽設備 FRP､パﾈﾙﾀﾝｸ 6m X5m X3.5m 80‰ １槽

3．Ｐ３用高置水槽設備 FRP､パﾈﾙﾀﾝｸ 2m X2m X1m 3.5 ‰ １槽

4．貯 湯 槽 貯湯量、3,000ﾘｯﾄﾙ 加熱能力300,000KCal/H. ２基

5．プ－ル用熱交換器 ｼｪﾙｱﾝドﾁｭ-ブ型 電熱面積30㎡
交換熱量500,000KC/H. １基

6．給湯用ボイラ 貯湯式電気温水器立型 16KW､
貯湯量453ﾘｯﾄﾙ 加熱能力、13,700KCal/H ２基

7．給水ポンプ 多段渦巻ポﾝプ､ 3φ X400V X30KW
125 φ X1700ﾘｯﾄﾙ/min X45mAq ２台

8．給湯循環ポンプ ﾗｲﾝポﾝプ 32φX100ﾘｯﾄﾙ/min X0､4KW ２台
〃 25φX 6ﾘｯﾄﾙ/min X0､25KW ２台
〃 25φX 6ﾘｯﾄﾙ/min X0､1KW 1φ100V ２台

9．汚水ポンプ 水中型ポﾝプ 80φ X200ﾘｯﾄﾙ/min X3､7KW ２台
〃 100φ X500ﾘｯﾄﾙ/min X7､5KW ２台

10．湧水ポンプ 水中型ポﾝプ100φ X800ﾘｯﾄﾙ/min X7､5KW ２台
〃 50φ X200ﾘｯﾄﾙ/min X3､7KW ４台

（RI用） 〃 50φ X200ﾘｯﾄﾙ/min X0､75KW ２台
(P3用） 〃 50φ X200ﾘｯﾄﾙ/min X5､5KW ２台

〃 100φ X540ﾘｯﾄﾙ/min X7､5KW ２台

11．屋内消火栓ポンプ 渦巻ポﾝプ 50φ X300ﾘｯﾄﾙ/min X7､5KW １台
ｽプﾘﾝｸﾗ-ポﾝプ 〃 100φ X900ﾘｯﾄﾙ/min X18､5KW １台
ジｮｯｷポﾝプ 〃 32φ X 20ﾘｯﾄﾙ/min X 2､2KW １台

12．ｵ-ﾄｸﾚ-ブ 排水ポンプ 水中型ポﾝプ 50φ X100ﾘｯﾄﾙ/min X1､5KW ２台
〃 50φ X100ﾘｯﾄﾙ/min X2､2KW ２台

13 ドﾗｲｴﾘｱ 用湧水ポンプ 水中型 100φ X1200ﾘｯﾄﾙ/min X7､5KW(PU-0202)２台

14．汚水貯留槽ポンプ 水中型 100φX1,000ﾘｯﾄﾙ/min X11､0KW
( 汚物ポﾝプ) (PU-0203) ２台

15．雨水排水槽ポンプ 水中型 200φX3300ﾘｯﾄﾙ/min X15KW(PU-0201) ２台

16．即設排水予備ポンプ 水中型 80φX200ﾘｯﾄﾙ/min X2､2KW(PO-0204) ２台

17．給水ポンプ点検整備 加圧ポﾝプﾕﾆｯﾄ 式 (速度制御) 65φ X80φ
X820ﾘｯﾄﾙ/25Aq X5､5KW １台

18．プール濾過装置 型式、ｾﾗﾐｯｸ 全自動式 (逆洗共)
処理水量 100‰/H １台

19．膨張水槽点検清掃 密閉式鋼板製 容量 600ﾘｯﾄﾙ ２台
プール補給水槽 〃 〃 3‰ １台
消化用補給水槽 〃 〃 1‰ １台
動物用飲料水槽 ｽﾃﾝﾚｽ 製 〃 0.4‰ ４台
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機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

20．貯湯式湯沸器 貯湯量10ﾘｯﾄﾙ ガｽ消費量 7500KCal/H ９台

21．瞬間ガス湯沸器 ２４号 ガｽ消費量 45,000KCal/H ２台
６号 〃 11,000 〃 １台
５号 〃 9,800 〃 １台
８号 〃 15,500 〃 １台

１６号 〃 30,600 〃 １台
３０号 〃 53,000 〃 １台
１３号 〃 25,000 〃 １台

22．給水管寄せ ２５０Φ X２，１８０Ｌ 一式

23．上水用薬注装置 形式、全自動 タンク容量 200ﾘｯﾄﾙ
3Φ X 400V X 0.1KW

24．グﾘｽﾄﾗｯプ ステンレス製 ３槽式 300ﾘｯﾄﾙ

25．殺菌灯 防水型 透明強化ガﾗｽｶバ-付 ４灯

26．動物飲料用 高性能フィルタ－ ８ケ所
ＲＩ排水用 〃 ４ケ所
動物排水用 〃 ４ケ所

27．厨房ﾚﾝジﾌ-ド及び フ－ド寸法（ｍｍ） 風量‰/H 台数
グﾘｽﾌｨﾙﾀ- 1,800ｗ X 1,800Ｄ X500Ｈ 3,500 １

1,600ｗ X 1,050Ｄ X500Ｈ 1,810 １
1,000ｗ X 700Ｄ X750Ｈ 760 １
1,500ｗ X 750Ｄ X500Ｈ 450 １
1,500ｗ X 850Ｄ X750Ｈ 600 １
1,000ｗ X 850Ｄ X750Ｈ 400 １

400ｗ X 400Ｄ X500Ｈ 180 １
3,800ｗ X 1,100Ｄ X500Ｈ 1,750 １
1,700ｗ X 600Ｄ X500Ｈ 430 １
1,500ｗ X 750Ｄ X750Ｈ 530 １

グリスフィルタ－洗浄交換 ≒２２枚

28．汚水槽 3 槽 容量約 285‰

29．雑排水槽 1 槽 容量約 45‰

30．自家用発電機 8 槽 容量約 64‰
冷却水槽

31．消防用水槽 2 槽 容量約 22‰

32．湧水槽 5 槽 容量約 20‰（ポﾝプｻｸｼｮﾝのみ)

33．ｵ-ﾄｸﾚ-ブ 槽 2 槽 容量約 4‰

34．ＲＩ希釈槽 7 槽 容量約 54‰

35．Ｐ３希釈槽 7 槽 容量約 115‰
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Ⅴ 昇 降 機 設 備

機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

1. 昇降機設備運転管理
号機・用途・積載量・定員・電動機・停 止 箇 所

NO.1
研究棟（東 側） 人荷用1,600Kg､24名 15KW 停止B3～4F 7所

NO.2

NO.3
研究棟（西 側） 乗 用 600Kg､ 9名 5.5KW 停止B2～3F 5所

NO.4

研究棟（ＲＩ用） NO.5 乗 用 450Kg､ 6名 4.5KW 停止B3～4F 7所

共 用 厚 生 棟 NO.6 乗 用 750Kg､11名 11KW 停止B1～2F 3所

管 理 研 修 棟 NO.7 乗 用 750Kg､11名 15KW 停止1F～3F 3所

研究棟（焼却用） NO.8 人荷用1,000Kg､15名 30KW 停止B3～B2 2所

かご仕様 かご内法 かご間口 かご奥行 出入口 高さ

1･2 号機 2,150mm 1,600mm 1,100mm 2,100mm

3･4 号機 1,400 1,100 800 2,100

5 号機 1,400 850 800 2,100

6 号機 1,400 1,350 800 2,100

7 号機 1,400 1,350 800 2,100

8 号機 1,600 1,500 1,500 2,100
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Ⅵ 通 信 防 災 設 備

機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

１．電 話 設 備

２．電 気 時 計 設 備 ＦＭアンテナ ＭｉＸ以後ＡＭ変換
親時計、子時計、計 175台

３．拡 声 設 備 ＡＭＰ X１ スピ－カ－ 493ケ

４．インタ－ホン設備 インタ－ホン設置台数 65箇所

５．テ レ ビ 共 聴 設 備

６．自動火災報知設備 ＧＲ型複合盤 ＧＲ型３系統 750回線
：表示： 自火報 7ｾグﾒﾝﾄ 5桁X2窓

防排煙 7ｾグﾒﾝﾄ 5桁X2窓
ガス漏れ 7ｾグﾒﾝﾄ 6桁X2窓

熱感知器 514ケ 煙感知器 677ケ
ガス漏れ感知器 156ケ
防火ダンパ－自動閉鎖装置 34
防火戸 13 排煙口用自動開放装置 25

７．屋 内 消 火 栓 設 備 加圧送水装置（ポﾝプﾕﾆｯﾄ)50φ X300ﾘｯﾄﾙ/分 X70m
X7.5kw X1

水槽22‰ 屋内消火栓箱40A X1ﾎ-ｽ15mX2=47
消防隊専用栓11 双口送水口X1 電鈴表示灯発信機X47

８．スプリンクラ－設備 加圧送水装置（ポﾝプﾕﾆｯﾄ) 100φ X900ﾘｯﾄﾙX78ｍX18.5kw
ジｮｯｷ-ポﾝプ32φX32 φX20ﾘｯﾄﾙX78mX2.2kw X1
呼水槽Χ１ ｱﾗ-ﾑ 弁、制御弁、各 4個
噴霧ヘッド 672個（B2F ～ 1F)

９．ハ ロ ン 消 火 設 備 起動方式 手動 電気式
薬剤種類 ブﾛﾓﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ(ﾊﾛﾝ1301)
電 源 1次電源 AC 100V 2次電源 DC 24V
ｽピ-ｶ- 16個
表示灯 23個

容器本数 60kg入（内容量 68ﾘｯﾄﾙ ）13本
30kg入（内容量 41ﾘｯﾄﾙ ） 1本

防護区画 8区画 11区域 噴射ﾍｯド
№1 B3 ボｲﾗ-室 4
№2 B3 機械室 7
№3 B3 自家発電機室 3
№4 B3 特高受電室 3
№5 B3 監視室、保守員室(4区域) 6
№6 B2 変電室 3
№7 B2 バｯﾃﾘ- 室・CVCF室 3
№8 B2 交換機室 1

計30
容器本数 25kg入（内容量 24ﾘｯﾄﾙ ） 3本
防護区画 4区画 4区域 噴射ﾍｯド

№1 B3 NMR 室 2
№2 B3 GL-MS 1
№3 B3 ｾﾙｿ-ﾀ-室 1
№4 B3 電子顕微鏡室 4

計 8
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機 器 種 別 設 備 機 器 概 要

10．排 煙 設 備 FSM-09-1系統 25,100m３/h 排煙口 13
FSM-09-2系統 7,600m３/h 排煙口 1
FSM-09-3系統 24,500m３/h 排煙口 9
FSM-09-4系統 30,400m３/h 排煙口 12

11．防 犯 設 備 センサ－ 276箇所

12．構内電話交換設備 ダイレクトイン 中継台方式 局線60回線
内線 520回線 中継台 3台

13．光 通 信 設 備
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警備保安業務仕様書
１．件 名

国立感染症研究所戸山庁舎警備保安業務

２．警備保安業務対象物件

東京都新宿区戸山１－２３－１

国立感染症研究所戸山庁舎及び敷地（以下「庁舎等」という。）とその周辺

３．期 間

平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までとする。

４．警備保安業務及び受付業務内容

(1) 庁舎等の巡回及び警備

(2) 各室の鍵の授受

(3) 外来者等に対する案内

(4) 庁舎等の秩序保持

(5) 庁舎等への侵入者及び不審者の監視、報告、制止又は阻止

(6) 火災、盗難その他事故の防止、早期発見及び応急措置

(7) 防災センターにおける各防災設備及び監視カメラの監視

(8) 電話の対応及び交換（電話交換業務時間外に限る。）

(9) 外来者等の受付業務

(10) その他委託者が警備上の必要により指示する事項

５．配置人数

①月曜日～金曜日（祝日等を除く。以下「平日」という。）

9:00～17:45 ４名

（上記時間には、シフトにより休憩時間45分間を含み、休憩は11:00～14:00の間に交

替でとるものとする。）

17:45～翌日9:00（仮眠５時間を含む。） ２名

（上記時間には、シフトにより仮眠以外に休憩時間１時間を含み、休憩は18:00～

20:00の間に交替でとるものとする。）

②土曜日、日曜日、祝日及び12月29日～１月３日（以下「休日等」という。）

9:00～翌日9:00（仮眠５時間を含む。） ２名

（休憩は、上記①）

６．一般事項

(1) 国立感染症研究所戸山庁舎に係る警備、秩序の維持及び安全保持に努め、行政の円

滑な運営に寄与することを目的とする。

(2) 業務の遂行に当たっては、この仕様書に定めるもののほか、別に定める「国立感染
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症研究所戸山庁舎警備要領」（受託者が決定した後、受託者に提示する。）に従うも

のとする。

(3) 警備員の労働条件等においては、労働基準法その他の諸法規の定めの範囲内で行う

ものとする。

(4) 警備員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

７．特記事項

(1) 警備員の中から警備を統轄することが出来る警備責任者を定めるものとし、その任

務は次のとおりとする。

(ｲ) 警備員の勤務態度、応対等について直接指導監督する。

(ﾛ) 警備員の勤務状況及び警備状況の報告等事務的任務を行うこと。

(ﾊ) 毎日の警備状況を、あらかじめ定められた警備日誌に必要事項を記載して、翌日

委託者へ報告し、確認を受けること。

(2) 配置する警備員は、身体強健な者で、この仕様書に定める業務に支障なく従事でき

る者で、かつ、次に示す資格を有するものでなければならない。

(ｲ) 自衛消防技術認定証の資格を有する者

(ﾛ) 防災センター要員講習を修了した者

(ﾊ) 自衛消防業務講習を修了した者

(3) 受託者は、従事者が健康上その他の理由により、当該業務に従事できないと認めら

れた場合には、委託者に通知のうえ、速やかに代替の従事者を派遣し、業務に支障の

ないようにすること。

(4) 警備責任者は、新たに配置された警備員の履歴書及び写真を遅滞なく委託者へ提出

し、確認を受けなければならない。

(5) 警備員は、業務に適合した制服、制帽及び靴を着用し警備員であることを識別し得

る表示をすること。

(6) 警備員は、委託者が発行する入所許可証を胸に付けるなど常に表示し、本人である

ことを確認できるようにしなければならない。

(7) 警備員は、受託者が発行する身分証明書を常時携帯するものとし、当所職員が要求

したときは、身分証明書を提示しなければならない。

(8) 火災その他緊急事態が発生した場合は、警備員は直ちに適切な処置により被害の拡

大防止に努めるとともに、委託者へ通報し、指示を受けるとともに、臨機の措置を講

じなければならない。

８．施設等の提供

受託者は、警備保安業務を遂行するために要する次の施設等の提供を受け、又は使用

することができるものとする。

(1) 警備員の勤務室及び仮眠室

(2) 懐中電灯、机、椅子、ロッカ－、仮眠用具等必要最小限度の貸与備品

(3) 業務を遂行するために必要な光熱水料、電話料等
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そ の 他

１．再委託について

（1）契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止とする。

（2）総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止とする。

（3）契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」を

提出しなければならない。

（4）契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則として契約額の2分の１未満の

範囲とする。

（5）再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負うこととする。

２．業者間の引き継ぎ等について

業者が変更となる場合においては、業務の引き継ぎ等を十分に行うこと。



国立感染症研究所戸山庁舎警備要領等

１．警備及び受付の内容等について

(1)警備に係る配置人数

① 月曜日～金曜日（祝日等を除く。以下「平日」という。）

9:00～17:45 ４名

（上記時間には、シフトにより休憩時間45分間を含み、休憩は11:00～14:00の間に

交替でとるものとする。）

17:45～翌日9:00（仮眠５時間を含む。） ２名

（上記時間には、シフトにより仮眠以外に休憩時間１時間を含み、休憩は18:00～

20:00の間に交替でとるものとする。）

② 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日～１月３日（以下「休日等」という。）

9:00～翌日9:00（仮眠５時間を含む。） ２名

（休憩は、上記①）

(2) 鍵の授受 鍵の授受は、防災センター内で行う。

授受時間 6:00～翌日1:00

鍵の授受の際には必ず所属、氏名等を記入させる。

(3) 受 付 月曜日～金曜日（祝日等を除く。）9:00～17:45 ２名

（上記時間には、シフトにより休憩時間45分間を含み、休憩は11:00～14:00の間に交

替でとるものとする。）

職員、 外来者の確認は、入庁票に記載させ、身分の確認（所属、氏名等）を

来訪者 する。外来者、職員等の質問等には、常に回答できるように準備してお

等の応 く。直接回答ができないとき又は不明な場合は、監督職員まで連絡のう

対等 え、対応すること。

休日等は防災センター内で応対する。

(4) 巡 回 巡回は、庁舎内及び敷地内を監督者の定めた巡回計画書（別紙①参照）

に基づき行う他、必要と認められる場合には随時巡回するものとする。

(5) 監視カメラ、時間外電話の対応

① 監視カメラは、終日監視とする。

監視にあたっては、不審者又は不審物を発見する等の異常を認めたときは、直ち

に臨機の対応を講ずるとともに、関係機関及び緊急連絡先に報告するものとする。

② 時間外電話の対応（平日の電話交換業務勤務時間外及び休日等）

当所職員に関する場合には、内線電話により連絡し、当該職員の在室を確認する。

不在の場合には、再度平日に電話して頂きたい旨を伝える等、臨機応変に応対する

こと。

(6) 夜間勤務

夜間勤務は、職員の退庁後の庁舎内の巡回、時間外電話の交換、鍵の授受等を行う。

特に、火災、盗難、不法入構等の予防に注意を払い、不審者又は不審物を発見する等

の異常を認めたときは、直ちに臨機の対応を講ずるとともに、関係機関及び緊急連絡

先に報告するものとする。



なお、夜間勤務中の警備員は仮眠をとることを認めるものとする。

(7) 警備責任者及び監督者は、上記業務を遂行するため、適切に人員を配置し、交替で

勤務させること。

２．ゲートの開閉等（別紙②参照）

(1) 正 門 平日、休日等 大門（車用）→6:30～22:00 開門する。

（開門時間外は閉門し施錠する。必要に応じ開閉す

る。）

小門（人用）→終日閉門し、施錠しない。

(2) A ゲ-ﾄ(身体障害者ｾﾝﾀｰ側）

平日、休日等 終日閉門し、施錠する（必要に応じ鍵の貸し出し。鍵

の管理は防災センター）。

(3) Cゲｰﾄ（官用車庫側）

平日、休日等 終日閉門とする。（22:00～06:30は施錠する。必要に

応じ鍵の貸し出し。鍵の管理は防災センター）

３．正面玄関等の開閉等

(1) 正面玄関（共用厚生棟正面正門側自動ドア）

① 平 日は、7:00～20:00 警備員による有人管理とする。

原則として、上記時間以外は、使用休止とする。

② 休日等は、使用休止とする。

(2) 正面玄関左側の通用口

平日、休日等は、終日ＩＤカードシステムにより出入りする。

(3) Ｂ２Ｆ南側非常口（廃棄物置場等への通用口）

① 平 日は、7:00～20:00

（IDカードシステムにより出入りする。上記時間以外は、閉鎖とす

る。）

② 休日等は、終日閉鎖とする。

※ 納入業者等は、防災センターにて、身分・用務の確認をしたうえで、

ＩＤカードを交付し、対応する。

(4) 管理棟１Ｆ東側出入口

① 平 日は、7:00～20:00

（IDカードシステムにより出入りする。上記時間以外は、閉鎖とす

る。）

② 休日等は、終日閉鎖とする。

(5) 研究棟Ｂ１Ｆ南側出入口（動物慰霊碑側）

① 全 日、6:00～翌1:00

（IDカードシステムにより出入りする。上記時間以外は、閉鎖とす

る。）

(6) その他非常口等は、緊急避難口のため常時閉鎖とする。

（緊急時は、内側のアクリルカバーを割り解錠し、扉を解放する。）



４．エレベ－タ－の休止

① １号機及び２号機のうち１台は、節電の為休止。

② ３、４、６、７、８号機（荷物専用ｴﾚベｰﾀｰ）は、原則として、終日休止（必要に応

じ運転）

５．照明の点灯等

① 各室に設置された照明の点灯及び消灯は、使用職員が行うものとする。

② 研究棟共用部分（廊下等）に設置された照明の点灯及び消灯は、使用職員が行うも

のとする。

③ 管理棟、共用厚生棟の共用部分（玄関ホール、廊下等）に設置された照明は、明度

に応じ、点灯する照明の数量、光量を調節すること。

また、勤務時間外は、明度及び職員の帰宅状況に応じて消灯すること。

④ 夜間最終巡回時に、職員の帰宅が確認された室及び共用部分について点灯していた

場合は、警備員が消灯するものとする。

６．そ の 他

(1) 遺失物及び拾得物の取扱い

① 警備責任者は、監督者に連絡するものとする。

② 拾得物は、拾得物受理簿に記載し、紛失者が申し出るまで保管するものとする。

(2) 火災発生時等の対応

Ý 「厚生労働省戸山研究庁舎共同防火管理協議事項」等の規定を遵守し、監督者

等と連絡を密にし、行動及び対処するものとする。

(3) 外来者の受付

Ý 外来者には、入庁票に記載させ、身分を確認（所属、氏名等）のうえ、指定の

カード又はバッヂ（丸い番号札）を着用させるものとする。

(4) 保管施設への来訪者に対する対応

Ý ① 保管施設への来訪者に対する対応は、正面受付で行い、入庁票に記載させ、

身分を確認（所属、氏名等）のうえ、他の外来者と同様に指定のカード又は

バッチを着用させるものとする。

② 初めての来訪者に対しては、受付担当者が保管施設へ案内するものとする。

③ 注意事項

当保管施設は無宗教施設として建築されたものである。また、施設を末永

く維持していくうえから、参拝者に対して、線香等発熱性を有するものは、

施設を傷める危険性があるため、使用を控えていただく旨、説明することと

する。



７．留意事項

(1) 当警備要領に記載されていない詳細については、委託者が定め、その指揮・監督に

従い業務を行うものとする。

(2) 前各項の事項については、必要に応じて委託者及び受託者で協議のうえ、変更がで

きるものとする。

(3) 当要領は、契約終了後、委託者へ返却するものとする。



別紙①

巡 回 計 画 書

○ 巡回警備

警備従事者は、次のとおり庁舎内外の巡回を行うものとする。

巡回にあたっては、火災、盗難、不法入構等の予防に細心の注意を払うほか、不審者

又は不審物を発見する等の異常を認めたときは、直ちに応急措置を講ずるとともに関係

機関及び緊急連絡先に報告する。

(1) 平日

巡 回 箇 所 巡回回数 巡回経路

外周 ６回

館内 ５回 巡回経路は、別途指示する。

Ａ・Ｂ・Ｃゲート ３回

(2) 休日等

巡 回 箇 所 巡回回数 巡回経路

外周 ３回

館内 ４回 巡回経路は、別途指示する。

Ａ・Ｂ・Ｃゲート ９回



別紙

誓 約 書

□私

□当社

は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはあり

ません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。

また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者

（１）暴力的な要求行為を行う者

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

（４）偽計又は威力を用いて契約担当者等の業務を妨害する行為を行う者

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者

平成 年 月 日

住所（又は所在地）

社名及び代表者名 ㊞

※個人の場合は生年月日を記載すること。

※法人の場合は役員の氏名(フリガナ)及び生年月日が明らかになる資料を添付すること。



別　添

番号 役職
フリガナ
氏　名

生年月日

1

2

3

4

8

5

6

役　員　名　簿

9

10

7
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